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明
代
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問
刑
実
務
に
お
け
る
「
参
語
」

―
『
不
平
鳴
稿
』
を
題
材
に

―

祁　
　

蘇
曼

は
じ
め
に

中
国
の
歴
代
王
朝
に
お
い
て
、
新
皇
帝
の
即
位
詔
は
、
政
策
の
段
階
的
な
継
承
と
調
整
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
を
う
か
が
い

知
る
た
め
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
明
朝
の
歴
代
皇
帝
も
ま
た
、
即
位
詔
を
通
じ
て
、
そ
の
時
々
の
社
会
に
お
い
て
激
化
し
つ
つ
あ
っ

た
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
政
策
を
公
布
し
て
い
る
。

明
中
・
後
期
に
発
せ
ら
れ
た
成
化
・
正
徳
・
嘉
靖
三
帝
の
即
位
詔
に
お
い
て
は
、
問
刑
実
務
に
お
け
る
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
一
つ

の
政
策
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
嘉
靖
帝
の
即
位
詔
に
は
「
凡
て
囚
犯
を
問
う
に
は
、
今
後
一
に
『
大
明
律
』
に
依
り
て

科
断
し
、
深
文
し
妄
り
に
参
語
を
引
き
無
辜
に
濫
及
す
る
を
許
さ
ず
」
と
あ
る①

。
明
代
の
司
法
官
員
が
問
刑
文
書
を
書
く
時
に
、『
大
明

律
』
の
規
定
に
拠
ら
ず
、
参
語
を
無
闇
に
加
え
た
り
引
用
し
た
り
し
て
無
辜
の
民
に
ま
で
罪
を
着
せ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ

う
で
、
妄
り
な
参
語
の
添
加
・
引
用
の
禁
止
が
即
位
詔
に
お
い
て
明
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
参
語
に
つ
い
て
、
野
口
鐵
郎
二
〇
〇
一
は
「
参
考
の
た
め
に
添
え
ら
れ
る
語
」
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
（
二
六
一
頁
注
⑸
）

が
、
そ
う
解
釈
す
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
望
文
生
義
的
で
実
証
性
が
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
朱
声
敏
二
〇
一
四

は
参
語
を
参
考
意
見
と
し
、
孟
燁
二
〇
二
一
は
「
断
」（
裁
判
の
当
事
者
双
方
の
是
非
に
つ
い
て
の
地
方
官
の
意
見
）
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
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し
、
朱
声
敏
二
〇
一
四
が
拠
っ
た
史
料
は
『
醒
世
姻
縁
伝
』
と
い
う
小
説
で
あ
る
し
、
孟
燁
二
〇
二
一
が
拠
っ
た
の
も
第
二
章
第
二
節

所
掲
の
余
自
強
『
治
譜
』
の
記
載
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
参
語
の
実
物
に
基
づ
い
て
参
語
と
は
何
か
を
確
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ

ら
に
、
参
語
の
作
成
の
過
程
や
内
容
な
ど
、
具
体
的
な
情
報
に
つ
い
て
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

実
は
、
参
語
に
関
連
す
る
史
料
は
明
後
期
の
文
集
や
政
書
・
律
学
書
・
案
な
ど
に
比
較
的
保
存
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
海
瑞
『
備

忘
集
』
巻
二
「
招
参
」
や
劉
時
俊
『
居
官
水
鏡
』
附
「
居
官
水
鏡
・
批
參
類
」
に
は
、
彼
ら
が
作
成
し
た
「
…
…
参
語
」
が
幾
つ
も
収

録
さ
れ
て
い
る②

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
判
牘
部
分
の
み
を
編
集
し
た
も
の
で
原
文
書
で
は
な
い
た
め
、
参
語
の
実
物
と
は
見
な
せ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
本
論
に
お
い
て
検
討
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
余
顕
功
『
不
平
鳴
稿③

』
は
、
ほ
ぼ
原
文
書
と
言
い
う
る
訴
訟
案
巻
鈔

本
で
あ
り
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
某
公
審
結
參
語
」
あ
る
い
は
「
某
公
准
息
參
語
」
な
ど
と
題
さ
れ
た
文
書
こ
そ
が
、
参
語
の
実
物

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
書
に
は
参
語
が
発
せ
ら
れ
る
前
後
の
案
巻
も
鈔
写
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
連
の
訴
訟
の
全
貌
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
訴
訟
に
使
わ
れ
た
文
書
の
中
で
、
参
語
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
で
き
る
。

上
述
の
参
語
に
つ
い
て
の
研
究
状
況
と
史
料
の
残
存
現
状
・
研
究
価
値
に
つ
い
て
の
検
討
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
『
不
平
鳴
稿
』
中
に

収
録
さ
れ
た
参
語
を
分
析
す
る
。
第
一
章
で
は
『
不
平
鳴
稿
』
の
概
要
と
文
書
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
、
参
語
の
作
成
者
と
裁
判
手

続
き
に
お
け
る
参
語
の
位
置
付
け
を
確
認
す
る
。
第
二
章
で
は
『
不
平
鳴
稿
』
に
納
め
ら
れ
た
全
て
の
参
語
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
の

文
章
構
成
を
確
認
し
た
上
で
、
第
一
章
で
推
測
し
た
参
語
の
裁
判
手
続
き
に
お
け
る
位
置
付
け
を
検
証
す
る
。
第
三
章
で
は
阿
風

二
〇
一
六
と
孟
燁
二
〇
二
一
が
判
決
文
書
と
理
解
す
る
供
状
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
、
裁
判
手
続
き
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
文
書
が
本

当
の
判
決
文
書
な
の
か
を
究
明
す
る
。
以
上
の
分
析
を
通
じ
て
、
参
語
の
実
物
を
確
定
し
、
そ
の
作
成
過
程
・
性
質
・
内
容
を
明
ら
か

に
し
た
上
で
、
参
語
と
は
何
か
を
明
確
に
し
た
い
。
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第
一
章　
『
不
平
鳴
稿
』
の
参
語

第
一
節　
『
不
平
鳴
稿
』
の
概
要

『
不
平
鳴
稿④

』
は
徽
州
府
休
寧
県
七
都
一
図
の
民
の
余
顕
功⑤

に
よ
っ
て
崇
禎
十
（
一
六
三
七
）
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書

に
は
、
天
啓
四
（
一
六
二
四
）
年
二
月
初
一
日
か
ら
崇
禎
七
（
一
六
三
四
）
年
三
月
に
か
け
て
、
余
顕
功
が
所
属
す
る
名
族
余
氏
と
同
郷
の

名
族
潘
氏
と
の
間
で
起
き
た
五
件
の
訴
訟
の
案
巻
、
及
び
崇
禎
十
年
ま
で
に
両
族
間
で
締
結
し
た
様
々
な
契
約
書
な
ど
が
詳
細
に
鈔
写

さ
れ
、
計
七
三
件
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る⑥

。
そ
し
て
、
編
者
余
顕
功
は
巻
首
語
・
序
・
目
録
を
順
に
本
文
（
所
収
文
書
）
の
前
に
添

え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
所
収
文
書
の
題
目
と
本
文
の
間⑦

、
或
い
は
末
尾
に
お
い
て
、
次
に
収
録
さ
れ
る
文
書
に
関
す
る
説
明
も
付
け
て⑧

、

こ
の
訴
訟
案
巻
の
鈔
本
を
作
成
し
た
。

『
不
平
鳴
稿
』
の
序
の
末
尾
に
は
、「
崇
禎
三
年
庚
午
仲
春
月
望
日
顕
功
書
」
と
い
う
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
序
に
は
崇
禎
十
年

三
月
に
両
族
が
契
約
を
締
結
し
た
と
す
る
記
載
が
あ
り
、
所
収
文
書
に
も
崇
禎
五
年
・
九
年
・
十
年
の
両
族
の
契
約
書
が
含
ま
れ
て
い

る
（
69
）（
72
）（
66
）。
従
っ
て
、『
不
平
鳴
稿
』
の
最
初
の
編
纂
は
崇
禎
三
（
一
六
三
〇
）
年
に
開
始
さ
れ
、序
文
も
こ
の
年
に
書
か
れ
、そ

の
後
の
訴
訟
の
展
開
に
応
じ
て
、
編
纂
を
重
ね
新
た
な
内
容
・
文
書
が
追
加
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
『
不
平
鳴
稿
』
に
つ
い
て
は
既
に
幾
つ
か
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
中
島
楽
章
二
〇
〇
二
は
本
書
所
載
の
佃
僕
の
帰
属
問
題
を
取

り
上
げ
て
明
代
後
期
の
徽
州
地
区
に
お
け
る
主
僕
関
係
の
変
化
を
考
察
し
た
。
韓
秀
桃
二
〇
〇
四
は
『
不
平
鳴
稿
』
の
内
容
の
初
歩
的

整
理
を
行
い
、
第
一
回
の
裁
判
を
中
心
に
分
析
し
て
、
明
末
期
の
民
間
紛
争
及
び
紛
争
解
決
体
制
を
考
察
し
た
。
徐
忠
明
二
〇
〇
五
は

本
書
所
載
の
訴
訟
文
書
に
含
ま
れ
る
虚
構
部
分
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
阿
風
二
〇
一
一
は
『
不
平
鳴
稿
』
の
内
容
、
史
料
の
出
処
、
訴
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訟
の
経
緯
を
詳
し
く
整
理
す
る
と
と
も
に
、『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
各
類
文
書
を
ま
と
め
詞
状
の
特
徴
を
分
析
し
た
上
で
、『
不
平
鳴
稿
』

に
見
え
る
田
土
関
係
訴
訟
の
手
続
き
を
分
析
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
『
不
平
鳴
稿
』
の
初
歩
的
な
整
理
と
分
析
は
行
わ
れ
た

も
の
の
、
多
角
的
視
点
か
ら
の
研
究
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、『
不
平
鳴
稿
』
に
は
明
代
後
期
の
参
語
実
物
が
含
ま

れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
参
語
そ
の
も
の
に
注
目
し
た
分
析
は
未
だ
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

『
不
平
鳴
稿
』
に
収
録
さ
れ
た
七
三
件
の
文
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
題
目
が
附
せ
ら
れ
て
い
て
、本
書
冒
頭
の
目
録
に
一
覧
で
示
さ
れ
て
い

る
。
目
録
に
記
載
さ
れ
た
文
書
の
題
目
（
以
下
「
目
録
題
目
」）
の
う
ち
五
件
が
「
…
…
参
語
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
本
書
所
収
の
文
書
は

訴
訟
手
続
き
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
文
書
現
物
の
写
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
…
…
参
語
」
と
題
さ
れ
た
文
書
こ
そ
が
参
語

の
実
物
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
文
書
は
訴
訟
の
展
開
に
応
じ
て
随
時
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
目
録
題
目
は
余
顕
功
が

そ
れ
ら
を
整
理
し
て
一
書
に
ま
と
め
る
際
に
文
書
内
容
を
元
に
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、「
…
…
参
語
」
と
い
う
目
録

題
目
は
余
顕
功
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
余
顕
功
は
訴
訟
当
事
者
の
民
で
あ
っ
て
問
刑
業
務
を
専
門
に
扱
う

官
員
で
は
な
い
の
で
、
余
顕
功
に
よ
る
「
…
…
参
語
」
の
分
類
が
当
時
の
裁
判
関
係
文
書
の
分
類
と
は
異
な
る
可
能
性
、
言
い
換
え
れ

ば
、
裁
判
手
続
き
上
の
参
語
で
は
な
い
文
書
を
余
顕
功
が
勝
手
に
参
語
と
見
な
し
て
「
…
…
参
語
」
と
い
う
題
目
を
附
し
た
可
能
性
も

皆
無
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

余
顕
功
が
書
い
た
『
不
平
鳴
稿
』
の
序
に
は
「
律
例
、
産
賣
五
年
以
上
、
不
許
告
爭
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
万
暦
『
問

刑
條
例
』
戸
律
二
・
田
宅
・
典
買
田
宅
條
例
の
「
一
、
告
爭
家
財
田
産
、
但
係
五
年
之
上
、
並
雖
未
及
五
年
，
驗
有
親
族
寫
立
分
書
已

定
、
出
賣
文
約
是
實
者
、
斷
令
照
舊
管
業
。
不
許
重
分
再
贖
。
告
詞
立
案
不
行
。」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
余
顕
功
が
提
出

し
た
（
29
）「
投
到
詞
」
で
は
「
律
令
、
他
人
奴
婢
與
良
人
鬥
毆
、
尚
加
奴
婢
一
等
問
擬
、
以
全
良
賤
體
統
、
况
己
奴
婢
乎
」
と
述
べ
た
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上
で
「
逆
僕
」
で
あ
る
程
積
徳
・
程
長
文
の
非
を
言
い
立
て
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、『
大
明
律
』
巻
二
〇
・
刑
律
三
・
鬥
毆
・
良
賤
相
毆

条
「
凡
奴
婢
毆
良
人
者
、
加
凡
人
一
等
。
…
其
良
人
毆
傷
殺
他
人
奴
婢
者
、
減
凡
人
一
等
。」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
だ

ろ
う⑨

。
さ
ら
に
、
同
じ
く
余
顕
功
の
提
出
し
た
（
33
）「
稟
詞
」
に
見
え
る
「
伏
親
律
例
、
民
間
産
業
賣
過
五
年
以
上
者
、
不
許
取
贖
。

奴
僕
叛
主
殺
主
、
比
凡
人
罪
加
二
等
。」
の
前
半
は
前
引
戸
律
二
・
田
宅
・
典
買
田
宅
條
例
に
、
後
半
は
お
そ
ら
く
『
大
明
律
』
巻
二
〇
・

刑
律
三
・
鬥
毆
・
奴
婢
毆
家
長
条⑩

に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
訴
訟
手
続
き
に
お
い
て
訟
師
の
協
力
を
得
て
い
た
可

能
性
は
排
除
で
き
な
い
も
の
の
、
余
顕
功
自
身
に
一
定
の
法
学
的
教
養
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
被
告
の
潘
鍍
は
（
13
）「
潘
鍍
投
到
詞
」
の
中
で
「
伏
乞
電

縣
參
、
真
偽
分
明
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
縣
參
」
は
休

寧
県
知
県
が
下
達
し
た
（
10
）「
侯
公
受
囑
參
語
」
を
指
し
て
い
る
し
、
裁
判
の
最
後
に
裁
判
衙
門
が
作
成
し
た
（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
の

中
に
見
え
る
「
同
知
老
爺
臺
前
審
得
、
潘
應
乾
因
葬
親
貧
苦
、
云
云
、
參
完
」
は
徽
州
府
同
知
李
一
鳳
が
下
達
し
た
（
17
）「
李
公
審
結

參
語
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
無
い
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
余
顕
功
が
「
…
…
参
語
」
と
題
し
た
文
書
に
対
し
て
、
被
告
も
裁
判

衙
門
も
同
様
に
参
語
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
不
平
鳴
稿
』
中
で
、
余
顕
功
に
よ
っ
て
「
…
…
参
語
」
と
題
さ
れ
た
五
件
の
文
書
は
明
代
後
期
の
裁
判
手
続
き

の
過
程
で
作
成
さ
れ
た
参
語
の
実
物
と
考
え
て
問
題
無
い
。

『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
七
三
件
の
文
書
に
は
、
前
述
の
目
録
に
記
さ
れ
た
題
目
（
目
録
題
目
）
の
他
に
、
収
録
さ
れ
た
各
文
書
の
本
文
冒

頭
に
も
題
目
（
以
下
「
正
文
題
目
」）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
目
録
題
目
は
余
顕
功
が
つ
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
文

題
目
に
つ
い
て
も
、（
24
）「
潘
鍍
等
朋
黨
捏
呈
」
の
よ
う
に
被
告
に
対
す
る
極
め
て
主
観
的
な
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
余
顕
功

が
附
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
題
目
は
、
実
は
、
七
三
件
の
文
書
の
殆
ど
で
一
致
し
て
い
な
い
。
五
件
の
「
…
…
參
語
」

と
い
う
題
目
は
目
録
題
目
の
方
に
見
え
る
が
、
例
え
ば
（
17
）
は
目
録
題
目
が
「
李
公
審
結
參
語
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
文
題
目
は
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「
軍
廳
李
公
結
參
」
と
な
っ
て
い
て
、目
録
題
目
の
「
…
…
参
語
」
が
正
文
題
目
で
は
「
…
…
参
」
と
略
記
さ
れ
て
い
る
。（
10
）
と
（
53
）

の
二
つ
の
文
書
で
は
目
録
題
目
が
「
…
…
参
語
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
正
文
題
目
が
（
10
）
は
「
…
…
審
」、（
53
）
は
「
…
…

審
語
」
と
な
っ
て
い
て
、
同
じ
文
書
が
「
…
…
参
語
」
と
も
「
…
…
審
」
或
い
は
「
…
…
審
語
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
点
は
余
自
強
『
治
譜
』
の
記
載
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
、
第
二
章
第
二
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節　
『
不
平
鳴
稿
』
に
見
え
る
訴
訟
の
経
緯
と
文
書
構
成

万
暦
十
五
年
、
徽
州
府
休
寧
県
七
都
一
図
の
民
の
余
顕
功
（『
不
平
鳴
稿
』
の
編
者
）
の
父
余
勝
礼
と
兄
弟
の
余
勝
祐
ら
は
、
潘
応
乾
（
潘

乾
）・
潘
玄
寿
か
ら
地
税
六
厘
・
各
号
の
庄
屋
と
佃
僕
の
程
長
文
・
程
長
節
ら
を
買
っ
た
。
婚
姻
・
葬
儀
や
元
旦
拝
年
な
ど
の
行
事
が
あ

る
と
、
こ
れ
ら
買
わ
れ
た
佃
僕
は
余
氏
に
使
役
さ
れ
、
主
家
の
指
令
を
待
つ
こ
と
と
な
っ
た⑪

。
こ
の
よ
う
に
し
て
三
十
年
以
上
が
経
過

し
た
が
、
何
ら
問
題
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
天
啓
四
年
に
な
る
と
、
潘
氏
一
族
の
潘
鍍
と
余
氏
一
族
の
余
顕
輔
は
、
お
金
の
こ
と
で
紛

争
を
起
こ
し
、
互
い
に
恨
み
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
潘
鍍
は
同
族
の
潘
槲
（
潘
応
槲
）・
潘
滔
・
潘
文
浩
ら
と
と
も
に
、
余

氏
に
買
わ
れ
た
佃
僕
た
ち
が
余
氏
の
許
で
拝
年
な
ど
に
使
役
さ
れ
る
こ
と
の
許
可
を
取
り
消
し
た
。
そ
の
た
め
、
両
族
の
間
に
諍
い
が

生
じ
、
十
年
に
も
及
ぶ
訴
訟
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

『
不
平
鳴
稿
』
に
は
こ
の
十
年
に
亘
る
訴
訟
の
過
程
で
作
成
さ
れ
た
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、最
初
に
訴
え
た
先
の
官
員
お
よ
び

そ
の
官
員
か
ら
当
該
訴
訟
の
処
置
を
命
じ
ら
れ
た
官
員
を
基
準
に
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
五
件
の
訴
訟
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
即
ち
、

●

　

訴
訟
1
：
天
啓
四
年
二
月
に
余
顕
勣
が
徽
州
府
休
寧
県
知
県
侯
安
国
に
提
訴
し
た
訴
訟

（『
不
平
鳴
稿
』
所
収
文
書
（
01
）
〜
（
10
））



明代の問刑実務における「参語」―『不平鳴稿』を題材に―　祁　蘇曼

103

●
　

訴
訟
2
：
天
啓
四
年
七
月
に
余
顕
功
が
徽
州
府
知
府
劉
尚
信
に
提
訴
し
た
訴
訟

（
徽
州
府
同
知
李
一
鳳
が
担
当
。（
11
）
〜
（
19
））

●

　

訴
訟
3
：
崇
禎
元
年
六
月
に
余
顕
功
が
徽
州
府
知
府
頡
鵬
に
提
訴
し
た
訴
訟

（
休
寧
県
知
県
朱
陞
が
担
当
。（
20
）
〜
（
27
））

●

　

訴
訟
4
：
崇
禎
元
年
十
一
月
に
余
顕
功
が
屯
院
蔣
公
に
提
訴
し
た
訴
訟

（
徽
州
府
推
官
魯
元
寵
が
担
当
。（
28
）
〜
（
36
）、（
38
）
〜
（
44
））

●

　

訴
訟
5
：
崇
禎
二
年
八
月
に
余
希
聖
が
徽
州
府
知
府
洪
應
衡
に
提
訴
し
た
訴
訟

（
休
寧
県
知
県
朱
陞
が
担
当
。（
37
）⑫⑫⑫

（
47
）
〜
（
54
））

そ
の
う
ち
、
訴
訟
2
は
訴
訟
1
の
判
決
に
不
服
だ
っ
た
余
顕
功
に
よ
る
蒸
し
返
し
、
訴
訟
4
は
訴
訟
2
・
3
の
余
顕
功
に
よ
る
蒸
し
返

し
で
あ
る
。
以
下
、
訴
訟
毎
に
そ
の
経
過
と
文
書
の
遣
り
取
り
を
概
説
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
文
書
の
遣
り
取
り
に
つ
い
て
は
訴
訟
毎

に
図
を
作
成
し
た
の
で
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

●

　

訴
訟
1

天
啓
四
年
二
月
初
一
日⑬

、余
顕
功
の
兄
で
あ
る
余
顕
勣
（
余
勣
）
は
休
寧
県
知
県
侯
安
国⑭

に
潘
氏
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
を
起
こ
し
、「
告

詞
」（
01
）
を
提
出
し
た
。
そ
の
原
因
は
両
家
共
有
の
僕
人
が
余
氏
に
服
役
す
る
の
を
阻
止
し
た
こ
と
で
あ
る
（
事
件
Ⅰ
）。
翌
日
の
初
二

日
、
侯
安
国
は
自
ら
提
審
し
、
舖
長
司⑮

へ
事
件
調
査
を
命
令
し
た
。
被
告
の
潘
槲
は
、
余
氏
の
訴
え
が
誣
告
で
あ
る
と
し
て
「
訴
詞
」

（
02
）
を
提
出
し
た
。
そ
の
後
の
十
八
日
、
余
顕
勣
な
ど
は
聴
審
の
た
め
に
、「
投
到
詞
」（
03
）
を
提
出
し
た
。

し
か
し
、
審
理
が
始
ま
る
前
の
十
九
日
清
明
節
、
潘
氏
一
族
は
余
氏
の
家
の
前
で
余
氏
一
族
と
乱
闘
事
件
を
起
こ
し
、
お
互
い
に
負
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図 1　訴訟１の文書遣取り
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傷
者
が
出
た
（
事
件
Ⅱ
）。
翌
二
十
日
、
余
顕
功
は
こ
の
件
を
県
に
上
訴
し
、「
告
詞
」（
04
）
を
提
出
し
た
。
当
日
知
県
侯
安
国
は
当
堂
で

当
番
医
師
の
徐
応
新
に
原
告
一
族
と
被
告
一
族
の
負
傷
状
態
を
調
べ
さ
せ
た⑯

。
そ
し
て
、
徐
応
新
は
そ
の
報
告
で
あ
る
「
結
状
」（
05
）

を
提
出
し
た
。
そ
の
後
、
知
県
は
こ
の
事
件
を
舖
長
司
に
送
付
し
、
舖
長
司
の
汪
亨
が
調
査
を
行
う
。
一
方
、
被
告
の
潘
鍍
も
「
告
詞
」

（
06
）
を
提
出
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
医
師
は
潘
文
新
（
潘
仏
護
）
の
負
傷
状
態
を
調
べ
て
、「
結
状
」（
07
）
を
提
出
し
た⑰

。
余
顕
功
は

事
件
の
処
置
を
催
促
す
る
た
め
に
、
知
県
に
「
稟
詞
」（
08
）
を
提
出
し
、
こ
の
「
稟
詞
」
は
三
月
二
日
に
受
理
さ
れ
た
。
三
月
十
二
日
、

余
氏
と
姻
親
関
係
が
あ
る
生
員
、
監
生
の
張
氏
な
ど
は
徽
州
府
に
「
呈
文
」（
09
）
を
提
出
し
、
事
件
の
経
緯
を
報
告
し
た
。
徽
州
府
は

こ
の
「
呈
文
」
を
礼
房⑱

に
返
し
、
礼
房
は
事
件
調
査
の
た
め
に
余
国
鳴
を
派
遣
し
た
。

四
月
四
日
、以
上
の
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
知
県
侯
安
国
は
（
10
）「
侯
公
受
囑
參
語
」
を
下
し
た
。
そ
れ
を
も
っ
て
「
招
」（『
不
平
鳴

稿
』
に
は
未
収
録
）
を
作
成
し
た⑲

。

●

　

訴
訟
2

余
顕
功
は
休
寧
県
知
県
侯
安
国
の
決
定
に
不
服
で
あ
っ
た
た
め
、
七
月
、
余
顕
功
は
徽
州
府
知
府
劉
尚
信⑳

に
上
訴
し
、「
告
詞
」（
11
）

を
提
出
し
た
。
劉
尚
信
は
こ
の
案
件
を
同
知
（
軍
庁
・
督
粮
庁㉑

）
李
一
鳳㉒

に
送
っ
て
処
理
さ
せ
た
。

被
告
の
潘
鍍
は
弁
明
の
た
め
に
「
訴
詞
」（
12
）
を
提
出
し
た
。
二
十
九
日
、同
知
李
一
鳳
は
こ
の
「
訴
詞
」
を
受
理
し
た
。
そ
の
後
、

潘
鍍
と
余
顕
功
は
聴
審
の
た
め
に
「
投
到
詞
」（
13
）（
14
）
を
提
出
し
、そ
れ
ぞ
れ
七
月
三
十
日
と
八
月
十
六
日
に
受
理
さ
れ
た
。
一
方
、

余
氏
と
取
引
し
た
潘
応
乾
も
、
余
氏
の
主
張
を
支
持
す
る
「
訴
詞
」（
15
）
を
提
出
し
、
同
じ
く
八
月
十
六
日
に
受
理
さ
れ
た
。
ま
た
、

潘
鍍
は
「
稟
詞
」（
16
）
を
提
出
し
、
十
五
日
に
潘
応
乾
と
彼
の
息
子
が
武
装
し
て
家
に
侵
入
し
、
妻
に
怪
我
を
さ
せ
て
命
旦
夕
に
あ
る

こ
と
（
事
件
Ⅲ
）
を
表
明
し
た
。
十
八
日
、
そ
の
「
稟
詞
」
が
受
理
さ
れ
た
。
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図 2　訴訟２の文書遣取り
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こ
こ
に
至
っ
て
、
同
知
の
李
一
鳳
は
（
17
）「
李
公
審
結
參
語
」
を
下
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
、
潘
氏
は
承
服
し
た
た
め
、
官
衙
は

そ
れ
に
基
づ
い
て
「
供
状
」（
18
）㉓

を
作
成
し
、
徽
州
府
に
報
告
し
た㉔

。
余
顕
功
も
こ
の
決
定
に
対
し
て
承
服
し
、
徽
州
府
知
府
劉
尚
信

に
文
書
を
提
出
し
て
、
証
明
書
と
し
て
の
「
執
照㉕

」
を
請
求
し
た
。
知
府
劉
尚
信
は
こ
の
請
求
を
受
理
し
、
余
顕
功
に
「
執
照
」（
19
）

を
発
給
し
た
。

最
終
的
な
結
果
は
、
僕
人
が
以
前
の
よ
う
に
余
氏
に
使
役
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
訴
訟
は
こ
こ
ま
で
で
一
段
落
し
た
。

●

　

訴
訟
3

訴
訟
2
か
ら
三
年
後
の
崇
禎
元
年
四
月
、
余
氏
と
潘
氏
の
間
で
再
び
僕
人
の
服
役
を
め
ぐ
っ
て
衝
突
が
起
こ
っ
た
（
事
件
Ⅳ
）。
六
月
、

余
顕
功
は
越
訴
し
て
徽
州
府
知
府
頡
鵬㉖

に
訴
訟
を
起
こ
し
、「
告
詞
」（
20
）
を
提
出
し
た
。
頡
鵬
は
こ
の
案
件
を
休
寧
県
知
県
朱
陞㉗

に
差

し
戻
し
て
処
理
さ
せ
た
。

そ
の
後
、余
顕
功
は
「
投
到
詞
」（
21
）
を
提
出
し
、前
因
を
述
べ
た
。
七
月
一
日
、こ
の
文
書
は
受
理
さ
れ
た
。
潘

も
弁
明
の
「
訴

詞
」（
22
）
を
提
出
し
、
七
月
九
日
、
そ
の
「
訴
詞
」
は
受
理
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
余
顕
功
は
早
期
の
結
審
を
要
望
す
る
「
催
詞
」（
23
）

を
提
出
し
、
七
月
十
五
日
、
こ
の
「
催
詞
」
は
受
理
さ
れ
た
。
潘

は
以
前
の
主
張
を
再
度
述
べ
た
「
呈
文
」（
24
）
を
提
出
し
、
七
月

十
六
日
、
こ
の
「
呈
文
」
は
受
理
さ
れ
た
。
一
方
、
潘
応
乾
も
「
訴
詞
」（
25
）
を
提
出
し
、
前
の
決
定
に
従
っ
て
代
金
の
支
払
い
に
応

じ
る
姿
勢
を
表
明
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
両
氏
の
争
い
を
収
束
さ
せ
る
意
向
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
続
い
て
、
余
顕
功
は
「
催
稟
詞
」

（
26
）
を
提
出
し
、
再
度
以
前
の
論
点
を
述
べ
て
潘
氏
の
文
書
に
逐
一
反
駁
し
た
。
七
月
十
九
日
、
そ
の
「
催
稟
詞
」
は
受
理
さ
れ
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
知
県
朱
陞
は
（
27
）「
朱
公
審
結
參
語
」
を
下
し
た
。
こ
の
「
參
語
」（
27
）
に
は
「
合
照
軍
廳
原
審
」
と
あ
り
、
先

に
余
顕
功
が
承
服
し
た
訴
訟
2
の
決
定
（（
17
）「
李
公
審
結
參
語
」）
を
参
照
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
た
め
、余
顕
功
は
こ
の
知
県
朱
陞
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図 3　訴訟３の文書遣取り
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の
決
定
も
承
服
し
た
。
そ
れ
を
も
っ
て
「
招
」（
未
収
録
）
を
作
成
し
た
が
、
余
顕
功
は
潘
氏
が
代
金
価
格
を
抑
え
る
た
め
に
官
衙
に
賄

賂
を
使
っ
て
、
書
き
換
え
ら
れ
た
「
招
」
を
徽
州
府
に
報
告
し
た
と
後
に
述
べ
て
い
る㉘

。

●

　

訴
訟
4

十
月
十
九
日
、
潘
氏
が
僕
人
を
連
れ
て
余
氏
と
の
間
で
衝
突
を
起
こ
し
た
（
事
件
Ｖ
）
た
め
、
十
一
月
に
余
顕
功
は
屯
院㉙

の
蔣
公㉚

に
上

訴
し
、「
告
詞
」（
28
）
を
提
出
し
た
。
四
日
、
蔣
公
は
こ
の
案
件
を
徽
州
府
推
官
（
刑
庁
・
理
刑
庁㉛

）
魯
元
寵32

に
送
っ
て
処
理
さ
せ
た
。

二
十
六
日
、
余
顕
功
は
「
投
到
詞
」（
29
）
を
提
出
し
、
訴
訟
の
前
因
、
徽
州
府
に
お
け
る
佃
僕
に
つ
い
て
の
風
土
人
情
、
及
び
自
分

が
ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
着
せ
ら
れ
た
事
情
を
逐
一
述
べ
た
。
魯
元
寵
は
直
接
対
面
し
て
こ
の
文
書
を
受
理
し
た
。
潘
滔
も
弁
明
の「
訴
詞
」（
30
）

を
提
出
し
た
。

そ
の
ま
ま
翌
年
の
崇
禎
二
年
正
月
に
な
っ
た
の
で
、
余
顕
功
は
逮
捕
・
結
審
す
る
こ
と
を
催
促
す
る
た
め
に
、「
催
詞
」（
31
）
を
提
出

し
た
。
二
十
七
日
、
余
顕
功
と
一
連
の
証
人
は
経
歴
衙
か
ら
起
解
さ
れ
た33

。
二
月
四
日
、
魯
元
寵
は
伝
票
を
発
行
し
、
被
告
た
ち
を
逮

捕
し
て
徽
州
府
衙
門
ま
で
送
っ
た34

。
余
顕
功
は
、
早
期
の
結
審
を
要
望
す
る
「
催
稟
詞
」（
32
）
を
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
十
一
日
の

審
理
ま
で
に
程
積
徳
・
程
長
文
ら
の
僕
人
を
逮
捕
し
て
出
廷
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た35

た
め
、
十
四
日
、
余
顕
功
は
早
く
未
逮
捕

の
僕
人
を
捕
ら
え
る
こ
と
を
催
促
す
る
「
稟
詞
」（
33
）
を
提
出
し
た
。
同
日
の
審
理
で
は
、
僕
人
で
あ
る
程
積
徳
を
二
十
板
の
杖
刑
に

処
す
こ
と
と
な
っ
た
が
、
魯
元
寵
は
裁
き
を
下
さ
な
か
っ
た36

。
十
五
日
と
十
九
日
、
余
顕
功
は
自
分
の
訴
求
を
表
明
す
る
た
め
に
、
再

度
「
稟
詞
」（
34
）（
35
）
を
提
出
し
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
魯
元
寵
は
（
36
）「
魯
公
審
結
參
語
」
を
下
し
た
。
屯
院
の
任
公37

は
こ
の
内
容
で
処
置
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
こ

の
結
果
に
対
し
、
余
顕
功
は
承
服
し
た
。
十
月
初
、
余
顕
功
の
息
子
で
あ
る
余
希
聖
は
魯
元
寵
の
立
会
い
で
潘
洛
か
ら
三
十
五
両
を
受
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け
取
り
、
十
五
日
、
余
顕
功
は
領
収
書
と
し
て
「
領
状
」（
38
）
を
提
出
し
た
。

そ
の
後
、
両
族
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
第
三
者
が
調
停
に
乗
り
出
し
た38

。
余
顕
功
は
僕
人
の
立
ち
退
き
を
要
望
す
る
「
稟
帖
」（
41
）
を

提
出
し
た
。
魯
元
寵
は
返
事
の
批
文
を
発
行
し
、
捕
衙
に
立
ち
退
か
せ
る
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
、
僕
人
は
立
ち
退
く
代
わ
り
に
両
族

か
ら
の
使
役
を
甘
ん
じ
て
受
け
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
そ
の
た
め
、
余
顕
功
と
潘
氏
族
人
は
程
積
徳
ら
の
僕
人
を
連
れ
て
捕
衙
で
報
告

し
、「
稟
詞
」（
42
）
を
提
出
し
た
。
捕
衙
は
魯
元
寵
に
「
申
文
」（
43
）
を
提
出
し
、
僕
人
た
ち
の
願
い
を
報
告
し
た
。
そ
こ
で
、
魯
元

寵
は
立
ち
退
き
命
令
を
免
除
し
た
。

崇
禎
七
年
三
月
、
余
顕
功
は
魯
元
寵
に
文
書
を
提
出
し
、「
執
照
」
を
請
求
し
た
。
魯
元
寵
は
ま
も
な
く
昇
進
す
る
の
で
、
出
発
す
る

前
に
こ
の
「
執
照
」（
44
）
を
許
可
し
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
訴
訟
4
は
終
了
し
た
。

崇
禎
十
年
に
な
っ
て
、
両
族
が
和
解
し
、
田
地
・
佃
僕
に
関
す
る
契
約
が
再
び
結
ば
れ
た39

。
そ
し
て
、
潘
氏
は
買
い
戻
し
た
田
地
を

余
氏
に
返
し
、
支
払
わ
れ
た
三
十
五
両
を
引
き
取
っ
た40

。
ま
た
、
佃
僕
は
両
家
の
使
役
に
従
う
こ
と
が
続
い
た
。

●

　

訴
訟
5

訴
訟
5
は
、
訴
訟
4
の
（
36
）「
魯
公
審
結
參
語
」
が
下
さ
れ
て
か
ら
余
氏
が
銀
を
受
け
取
る
（
38
）
ま
で
の
間
に
起
こ
っ
た
。

崇
禎
二
年
六
月
二
十
七
日
、余
氏
と
潘
氏
の
間
で
墳
山
の
樹
木
を
め
ぐ
っ
て
衝
突
が
起
こ
っ
た
（
事
件
Ⅵ
）。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、余

顕
功
は
息
子
の
余
希
聖
に
命
じ
て
徽
州
府
知
府
洪
応
衡41

に
「
告
詞
」（
47
）
を
提
出
さ
せ
た
。
八
月
十
六
日
、
洪
公
は
こ
の
事
件
を
休
寧

県
知
県
朱
陞
に
差
し
戻
し
て
処
理
さ
せ
た
。

余
希
聖
は
「
投
到
詞
」（
48
）
を
提
出
し
、
そ
れ
は
九
月
十
三
日
に
受
理
さ
れ
、
吏
房
が
調
査
を
担
当
し
た
。
潘
国
宝
も
弁
明
の
「
訴

詞
」（
49
）
を
提
出
し
た
。
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十
月
八
日
、
余
顕
功
は
息
子
の
余
希
聖
を
旌
德
へ
派
遣
し
、
訴
訟
4
で
魯
元
寵
が
判
決
を
下
し
て
支
払
い
を
命
じ
た
三
十
五
両
を
受

け
取
ら
せ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
余
希
聖
は
訴
訟
5
の
原
因
を
説
明
す
る
た
め
「
稟
状
」（
37
）
を
提
出
し
た42

。

そ
の
後
、
余
希
聖
は
知
県
朱
陞
に
「
勘
詞
」（
50
）
を
提
出
し
、
知
県
自
ら
が
踏
査
を
行
う
こ
と
を
請
求
し
た
。
こ
の
「
勘
詞
」
は
、

十
月
十
日
に
受
理
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
早
期
の
結
審
を
要
望
す
る
た
め
に
、「
催
勘
詞
」（
51
）
を
提
出
し
、
十
月
二
十
七
日
に
受
理
さ
れ

た
。
一
方
、
生
員
汪
士
鰲
・
呉
福
大
は
「
息
詞
」（
52
）
を
提
出
し
、
争
い
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
こ
の
「
息
詞
」
は
十
一

月
十
九
日
に
受
理
さ
れ
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
知
県
朱
陞
は
（
53
）「
朱
公
准
息
參
語
」
を
下
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
、
被
告
の
潘
国
宝
は
承
服
し
た
た
め
、
官

衙
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
供
状
」（
54
）
を
作
成
し
た
。

第
三
節　
『
不
平
鳴
稿
』
に
見
え
る
参
語
の
作
成
と
そ
の
性
質

第
二
節
の
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
遣
り
取
り
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
、（
10
）（
17
）（
27
）（
36
）（
53
）
の
五
件
の
文
書
が
「
…
…
参
語
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
で
は
、
参
語
は
誰
が
、
訴
訟
の
手
続
き
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
作
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
参
語
の
作
成
者
を
確
認
す
る
と
、（
10
）「
侯
公
受
囑
參
語
」
の
作
成
者
は
休
寧
県
知
県
侯
安
国
、（
17
）「
李
公
審
結
參
語
」
は

徽
州
府
同
知
李
一
鳳
、（
27
）「
朱
公
審
結
參
語
」
と
（
53
）「
朱
公
准
息
參
語
」
は
休
寧
県
知
県
朱
陞
、（
36
）「
魯
公
審
結
參
語
」
は
徽
州

府
推
官
魯
元
寵
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
案
件
の
主
審
官
員
が
参
語
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
州
県
な
ど
の
地
方
衙
門
で
行
わ

れ
る
裁
判
に
お
い
て
、
参
語
は
審
判
を
担
当
し
た
裁
判
官
（
親
審
官
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
参
語
が
裁
判
手
続
き
の
ど
の
段
階
で
作
成
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
と
、
五
件
の
参
語
す
べ
て
に
お
い
て
そ
の
後
に

「
供
状
」「
招
」「
執
照
」
の
い
ず
れ
か
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、（
10
）
と
（
27
）
の
後
に
は
「
招
」
が
、（
17
）
の
後
に
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は
「
供
状
」・「
招
」
と
「
執
照
」
が
、（
36
）
の
後
に
は
「
執
照
」
が
、（
53
）
の
後
に
は
「
供
状
」
が
そ
れ
ぞ
れ
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。「
供
状
」
は
後
述
の
よ
う
に
、被
告
が
裁
判
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
具
体
的
な
事
実
関
係
に
つ
い
て
「
是
実
」
で
あ
る
こ
と
を
承

認
す
る
誓
約
書
で
あ
り
、「
招
」
も
後
述
の
よ
う
に
、
一
件
ご
と
に
裁
判
の
結
果
を
記
す
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
る
文
書
で
あ
り
、「
執
照
」

は
参
語
や
訴
詞
、
売
買
契
約
書
の
写
し
な
ど
を
含
む
訴
訟
内
容
の
証
明
書43

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
審
判
手
続
き
が
終
結
し
た
後
に
作
成
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
参
語
は
審
判
手
続
き
の
最
後
の
段
階
（
審
結44

）
で
作
成
さ
れ
る
文
書
と
考
え
て
良
い
。

ま
た
、
そ
の
参
語
は
裁
判
官
が
法
廷
に
お
い
て
作
り
上
げ
、
原
告
・
被
告
の
双
方
に
直
接
手
渡
し
、
間
違
い
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ

て
か
ら
、
書
吏
に
渡
し
て
写
さ
せ
て
い
る45

。
こ
の
よ
う
に
、
参
語
は
、
当
該
訴
訟
を
担
当
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
結
審
の
段
階
に
お
い

て
書
か
れ
、
訴
訟
当
事
者
の
確
認
の
上
で
写
し
が
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
参
語
は
当
該
訴
訟
の
判
決
文
書
に

相
当
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
二
章　

参
語
の
内
容

前
章
で
の
検
討
の
結
果
、
参
語
は
裁
判
担
当
官
に
よ
る
判
決
文
書
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
前
章
の
結
論
は
、
参
語

が
誰
に
よ
っ
て
、
裁
判
手
続
き
の
ど
の
段
階
で
作
成
さ
れ
た
か
と
い
う
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
っ
て
、
参
語
そ
の
も
の
の
内

容
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
五
件
の
参
語
を
内
容
的
に
検
討
し
、
参
語
が
判
決
文
書

で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
て
お
こ
う
。
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第
一
節　

参
語
の
構
成
と
記
載
内
容

本
節
で
は
、『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
五
件
の
参
語
の
全
文
を
挙
げ
て
、
そ
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
件

毎
に
目
録
題
目
と
正
文
題
目
を
挙
げ
た
後
、
参
語
の
文
章
を
内
容
に
従
っ
て
区
分
す
る
記
号
を
附
す
か
た
ち
で
挙
げ
る
。
な
お
、
紙
幅

の
都
合
で
参
語
の
現
代
語
訳
は
（
10
）
の
み
と
す
る
。

（
10
）  〔
目
録
題
目
〕
侯
公
受
囑
參
語

〔
正
文
題
目
〕
四
月
初
四
日
審

① 

審
得
、
㋐
潘
應
槲
等
公
共
之
地
稅
佃
僕
、
已
入
祀
公
用
、
㋑
潘
應
乾
安
得
獨
賣
。
而
余
氏
安
得
謀
買
哉
。
私
相
授
受
、
均
任
其
失

矣
。

② 

合
斷
、
㋒
原
價
二
十
五
兩
給
余
、
地
稅
・
佃
戶
仍
歸
之
潘
、
可
也
。
㋓
至
田
原
係
余
顯
輔
賣
之
潘
鍍
、
已
交
四
兩
、
尚
欠
八
兩
、

交
未
明
晰
。
㋔
余
宜
給
八
兩
價
與
潘
、
潘
以
契
還
余
、
則
不
清
之
算
可
剖
矣
。
㋕
其
兩
相
詈
毆
、
各
有

傷
、
則
以
鬪
毆
論
、
可

也
。
應
乾
・
余
勣
・
顯
輔
・
潘
鍍
各
杖
。

（
10
）  〔
目
録
題
目
〕
侯
公
が
嘱
託
を
受
け
て
書
い
た
参
語

〔
正
文
題
目
〕
四
月
初
四
日
の
審

①
審
問
し
た
結
果
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

㋐
潘
應
槲
た
ち
の
公
共
の
地
税
や
佃
僕
は
、
す
で
に
宗
祀
に
入
れ
ら
れ
て
公
用
に
充
て
ら
れ
て
い
る
の
に
、
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㋑  

潘
應
乾
は
ど
う
し
て
単
独
で
売
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
一
方
、
余
氏
は
ど
う
し
て
買
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。
こ
れ
は
私
人
間
で
の
取
り
引
き
で
あ
る
か
ら
、両
方
と
も
彼
ら
の
過
失
に
対
し
て
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
ま
さ
に
以
下
の
よ
う
に
処
断
す
べ
し
。

㋒
原
価
の
二
十
五
両
を
余
氏
に
返
し
、
地
稅
・
佃
戶
は
依
然
と
し
て
潘
氏
の
所
有
に
帰
す
の
が
妥
当
で
あ
る
。

㋓  

ま
た
、
田
地
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
余
顕
輔
が
潘
鍍
に
売
っ
た
も
の
で
あ
り
、
既
に
四
両
を
支
払
っ
た
が
、
な
お
八
両
が

未
払
い
の
た
め
、
支
払
い
は
ま
だ
完
了
し
て
い
な
い46

。

㋔  

余
氏
は
潘
氏
に
八
両
を
返
す
べ
き
で
あ
り
、
潘
氏
は
契
約
書
を
余
氏
に
返
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
は
っ
き
り
し

な
い
取
引
を
明
ら
か
に
で
き
る
。

㋕  

余
・
潘
両
族
が
互
い
に
口
汚
く
罵
っ
て
喧
嘩
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
検
出
さ
れ
た
傷
が
あ
る
の
で
、『
大
明

律
』
の
「
鬪
毆
」
條
を
も
っ
て
処
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
應
乾
・
余
勣
・
顕
輔
・
潘
鍍
は
そ
れ
ぞ
れ
杖
刑
を
も
っ
て

処
罰
す
る
。

①
冒
頭
の
「
審
得
」
と
②
冒
頭
の
「
合
斷
」
は
次
掲
の
（
17
）
に
お
い
て
も
同
様
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
審
得
」
と
「
合
斷
」

は
参
語
内
で
内
容
的
に
纏
ま
っ
た
部
分
の
書
き
出
し
の
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
審
得
」
は
（
27
）
と
（
53
）
に
も
見
え
る
。「
合
斷
」

は
（
10
）
と
（
17
）
に
し
か
見
え
な
い
が
、（
27
）
と
（
36
）
に
は
「
合
」
が
見
え
て
お
り
、
こ
れ
が
「
合
斷
」
の
省
略
表
現
な
の
だ
ろ
う
。

ま
た
（
53
）
に
は
「
合
」
に
通
じ
る
「
應
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
参
語
は
「
審
得
」
で
始
ま
る
部
分
①
と
「
合
」

で
始
ま
る
部
分
②
の
二
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
①
の
う
ち
、
㋐
は
当
事
者
の
供
述
等
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
の

記
載
、
㋑
は
㋐
に
対
す
る
主
審
官
の
判
断
で
あ
る
。
②
の
う
ち
、
㋒
は
地
税
・
佃
戸
と
そ
の
代
金
の
帰
属
先
の
決
定
、
㋓
は
田
地
を
巡
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る
経
緯
の
確
認
、
㋔
は
田
地
の
売
買
に
つ
い
て
の
代
金
支
払
い
命
令
、
㋕
は
両
氏
の
喧
嘩
に
対
す
る
処
罰
で
あ
る
。
以
上
の
記
載
内
容

を
踏
ま
え
る
と
、「
審
得
」
で
始
ま
る
①
は
事
実
の
確
認
（
㋐
）
と
そ
れ
に
対
す
る
主
審
官
の
判
断
（
㋑
）、「
合
」
で
始
ま
る
②
は
案
件
に

関
わ
る
個
別
の
処
置
の
記
載
と
整
理
で
き
る
。

（
17
）  〔
目
録
題
目
〕
李
公
審
結
參
語

〔
正
文
題
目
〕
軍
廳
李
公
結
參

③ 

審
得
、
㋐
潘
應
乾
因
葬
親
貧
苦
、
將
伊
分
內
東
亭
坦
屋
僕
程
長
文
等
賣
與
余
顯
功
父
、
得
銀
二
十
五
兩
、
此
十
五
年
事
也
。
近
因

潘
鍍
謂
係
公
僕
、
不
令
聽
其
使
喚
、
兩
相

毆
、
告
之
該
縣
。
㋑
縣
以
應
乾
之
僕
只
一
、
而
其
分
之
屬
衆
族
者
尚
多
、
斷
令
應
乾

備
價
贖
回
、
以
息
兩
爭
、
此
正
理
也
、
亦
最
妥
也
。
㋒
而
顯
功
因
三
十
餘
年
爲
其
所
有
、
且
僕
之
父
母
俱
葬
己
山
、
不
甘
、
而
告

于
臺
。
㋓
即
應
乾
亦
哭
謂
己
之
屋
僕
賣
與
顯
功
已
久
、
一
也
。
今
貧
難
于
贖
、
二
也
。
前
欲
賣
身
、
承
顯
功
好
情
、
買
而
救
己
、

堅
不
肯
贖
、
三
也
。
且
己
之
餘
股
盡
付
公
祠
、
只
此
尚
恃
强
而
爭
、
四
也
。
㋔
鍍
等
則
口
必
欲
還
此
公
僕
爲
止
、
囂
囂
忿
忿
、
各

不
相
下
。

④ 

合
斷
、
㋕
應
乾
如
貧
、
衆
亦
爭
此
義
氣
、
在
乾
名
下
出
十
兩
、
衆
名
下
斷
公
出
十
五
兩
、
仍
加
銀
十
兩
、
共
三
十
五
兩
以
贖
此
約
。

若
人
心
不
齊
、
暫
聽
顯
功
役
使
、
銀
足
方
發
人
、
可
也
。
㋖
若
潘
氏
不
順
理
、
而
以
强
相
毆
相
奪
、
則
罪
反
大
矣
。
仍
各
杖
之
、

餘
取
紙
。
如
長
文
等
違
抗
、
以
名
分
正
之
。
又
如
潘
鍍
等
抗
不
肯
贖
、
只
推
之
應
乾
、
則
必
應
乾
有
銀
交
顯
功
、
取
領
則
發
人
、

可
也
。

文
章
全
体
が
（
10
）
と
同
じ
く
「
審
得
」
で
始
ま
る
部
分
③
と
「
合
斷
」
で
始
ま
る
部
分
④
の
二
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
③
の
う
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ち
、
㋐
は
事
件
発
端
の
確
認
、
㋑
は
主
審
官
に
よ
る
原
審
に
つ
い
て
の
簡
単
な
ま
と
め
と
判
決
に
対
す
る
評
価
、
㋒
は
原
告
か
ら
の
上

告
理
由
、
㋓
は
証
人
の
供
述
に
よ
っ
て
確
定
し
た
事
柄
、
㋔
は
被
告
の
態
度
と
案
件
の
状
態
で
あ
る
。
④
の
う
ち
、
㋕
は
代
金
と
僕
人

に
つ
い
て
新
た
な
処
置
、
㋖
は
起
こ
り
得
る
状
況
に
つ
い
て
行
う
処
置
で
あ
る
。
以
上
の
記
載
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、「
審
得
」
で
始
ま

る
③
は
案
件
に
関
す
る
主
審
官
が
整
理
し
た
情
報
と
原
審
に
対
す
る
態
度
、「
合
斷
」
で
始
ま
る
④
は
具
体
的
な
処
置
に
つ
い
て
定
め
た

判
決
結
論
と
整
理
で
き
る
。

（
27
）  〔
目
録
題
目
〕
朱
公
審
結
參
語

〔
正
文
題
目
〕
本
縣
朱
公
參

⑤ 

審
得
、
㋐
潘
應
乾
將
祖
遺
己
分
地
税
佃
僕
賣
與
余
顯
功
、
得
價
二
十
五
兩
。
㋑
後
因
通
族
阻
執
告
縣
、
已
經
前
縣
審
、
前
地
税
係

潘
氏
入
祀
公
用
、
斷
還
原
價
。
㋒
顯
功
執
稱
成
契
已
久
、
取
贖
不
甘
、
又
復
告
府
、
行
軍
廳
審
斷
、
加
價
十
兩
、
共
三
十
五
兩
、

仍
聽
取
贖
。
㋓
㧾
之
、
入
祠
公
用
、
其
阻
執
亦
有
名
耳
。
豈
價
既
不
加
而
業
復
不
吐
、
此
顯
功
所
以
懇
勦
吞
殺
之
控
也
。

⑥ 

㋔
合
照
軍
廳
原
審
、
返
公
銀
三
十
五
兩
給
與
顯
功
、
業
聽
潘
氏
管
業
。
㋕
潘
應
乾
混
賣
啓
釁
、
潘

違
例
強
贖
、
各
杖

。

文
章
全
体
が
「
審
得
」
で
始
ま
る
部
分
⑤
と
「
合
」
で
始
ま
る
部
分
⑥
の
二
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
⑤
の
う
ち
、
㋐
は
事
件
発

端
の
確
認
、
㋑
は
訴
訟
1
の
概
要
、
㋒
は
訴
訟
2
の
概
要
、
㋓
は
案
情
に
対
す
る
主
審
官
の
判
断
で
あ
る
。
⑥
の
う
ち
、
㋔
は
訴
訟
2

で
の
判
決
を
維
持
す
る
命
令
、
㋕
は
関
係
者
の
犯
し
た
罪
に
対
し
て
下
し
た
刑
罰
で
あ
る
。
以
上
の
記
載
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、「
審

得
」
で
始
ま
る
⑤
は
主
審
官
が
整
理
し
た
本
審
以
前
の
審
理
過
程
と
案
件
に
対
す
る
判
断
、「
合
」
で
始
ま
る
⑥
は
原
判
決
を
維
持
し
、

刑
罰
を
下
し
た
判
決
結
論
と
整
理
で
き
る
。
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（
36
）  〔
目
録
題
目
〕
魯
公
審
結
參
語

〔
正
文
題
目
〕
魯
公
參

⑦ 
㋐
余
顯
功
與
潘
洛
、
鄰
居
也
。
潘
之
族
有
應
乾
者
、
曾
于
萬
曆
十
五
年
因
父
故
、
將
得
分
東
亭
坦
莊
屋
併
佃
僕
程
積
德
契
賣
與
顯

功
父
、
得
價
二
十
五
兩
、
爲
葬

費
、
已
經
管
業
。

天
啓
四
年
、
兩
姓
因
隙
成
訟
、
潘
姓
始
有
盜
賣
之
說
、
謂
應
乾
先
於
十
二

年
間
將
前
産
僕
賣
入
祠
堂
。
據
其
戶
册
、
曆
曆
可
按
。
㋑
然
使
應
乾
果
先
賣
入
宗
祠
也
、
又
不
知
何
以
隔
三
十
餘
年
而
纔
發
覺
。

㋒
故
老
彫
謝
、
俱
無
可
證
。
獨
念
潘
氏
既
買
應
乾
之
産
、
歸
入
祠
堂
公
用
、
亦
是
義
舉
、
不
必
細
問
孰
先
孰
後
、
所
當
聽
其
復
還

舊
業
。
㋓
此
府
縣
屢
審
、即
增
價
到
三
十
五
兩
而
給
、令
潘
氏
之
回
贖
也
。
但
府
縣
斷
于
應
乾
名
下
追
十
兩
、衆
人
名
下
追
二
十
五

兩
、
固
是
正
理
。
而
應
乾
貧
至
賣
産
賣
僕
、
後
猶
欲
其
處
辦
十
兩
原
價
、
則
此
價
終
無
足
期
、
訟
亦
何
時
結
局
。
應
乾
所
以
匿
不

到
官
也
。
夫
潘
族
所
爭
者
、
非
從
應
乾
洩
憤
、
爲
祖
宗
吐
氣
、
則
何
必
更
向
應
乾
索
十
兩
以
滋
多
事
哉
。

⑧ 

㋔
合
將
三
十
五
兩
盡
于
衆
人
追
給
顯
功
、
價
完
之
日
、
交
業
遵
守
。
㋕
其
僕
程
積
德
在
顯
功
處
有
年
、
且
父
亦
葬
顯
功
山
上
、
一

旦
歸
潘
、
遽
無
舊
主
之
誼
、
情
屬
難
堪
。
責
逐
、
使
兩
無
所
適
、
則
二
主
之
氣
俱
平
。
㋖
顯
功
抗
斷
、
潘
洛
霸
僕
、
並
杖
。

⑨ 

屯
院  

任
批
、
依
擬
發
落
、
庫
收
繳
。

（
36
）
に
は
「
審
得
」
で
始
ま
る
部
分
は
無
い
が
、
上
掲
の
例
で
文
章
の
区
切
り
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
合
」
の
前
後

で
内
容
が
区
分
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、「
屯
院
」
は
（
36
）
の
作
成
者
で
あ
る
魯
元
寵
に
本
件
の
審
理
を
命
じ
た
上
官

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
は
「
合
」
で
始
ま
る
部
分
と
は
区
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、（
36
）
は
「
余
顕
功
」
で
始
ま
る
部
分

⑦
と
「
合
」
で
始
ま
る
部
分
⑧
と
「
屯
院
」
で
始
ま
る
部
分
⑨
の
三
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
⑦
の
う
ち
、
㋐
は
事
件

経
緯
の
確
認
、
㋑
は
主
審
官
が
提
出
し
た
疑
問
点
、
㋒
は
㋑
に
対
す
る
主
審
官
の
判
断
、
㋓
は
訴
訟
2
と
訴
訟
3
の
判
決
に
お
け
る
代



立命館東洋史學　第 45號

120

金
に
つ
い
て
の
再
検
討
で
あ
る
。
⑧
の
う
ち
、
㋔
は
代
金
支
払
い
に
つ
い
て
の
命
令
、
㋕
は
佃
僕
に
対
す
る
処
置
、
㋖
は
関
係
者
の
犯

し
た
罪
に
対
し
て
下
し
た
刑
罰
で
あ
る
。
⑨
は
上
級
機
関
の
批
文
で
あ
る
。
以
上
の
記
載
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
⑦
は
主
審
官
が
整
理

し
た
案
件
の
情
報
と
そ
れ
に
対
す
る
判
断
、
⑧
は
具
体
的
な
処
置
、
⑨
は
判
決
結
果
に
対
す
る
上
級
機
関
か
ら
下
し
た
意
見
と
整
理
で

き
る
。

（
53
）  〔
目
録
題
目
〕
朱
公
准
息
參
語

〔
正
文
題
目
〕
朱
公
審
語

⑩ 

審
得
、
㋐
余
希
聖
有
夜
字
乙
千
九
百
二
十
三
號
祖
墳
山
稅
四
分
七
厘
九
毫
、
此
原
余
姓
己
業
。
左
邊
二
十
二
號
、
只
稅
二
厘
乙
毫
、

與
潘
嵩
各
半
、
每
股
乙
厘
五
系
﹇
絲
﹈。
兩
家
葬
祖
、
頂
旁
巨
木
二
株
、
衆
留
蔭
墳
者
也
。
㋑
因
國
寳
買
嵩
名
下
五
毫
、
又
轉
賣
汪

至
、
即
嘉
慶
、
釘
界
將
二
木
晝
﹇
畫
﹈
號
、
削
及
希
聖
自
己
墳
木
、
故
希
聖
以
占
殺
言
矣
。
㋒
今
汪
至
見
其
告
爭
、
嫌
太
窄
不
便

扦
葬
、
願
退
業
求
價
、
歸

與
余
保
祖
、
同
生
員
吳
福
大
・
汪
士
鰲
等
告
息
。

⑪ 

㋓
應
准
和
議
。
㋔
但
國
寶
不
合
販
賣
影
騙
、
余
希
聖
詞
告
占
殺
不
實
、
各
擬
杖

。

文
章
全
体
が
「
審
得
」
で
始
ま
る
部
分
⑩
と
「
應
」
で
始
ま
る
部
分
⑪
の
二
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
⑩
の
う
ち
、
㋐
は
祖
墳
山

税
と
蔭
木
に
つ
い
て
の
確
定
、
㋑
は
事
件
発
端
の
確
認
、
㋒
は
関
係
者
の
態
度
と
案
件
の
状
態
で
あ
る
。
⑪
の
う
ち
、
㋓
は
和
議
に
対

す
る
主
審
官
の
許
可
、
㋔
は
関
係
者
の
犯
し
た
罪
に
対
し
て
下
し
た
刑
罰
で
あ
る
。
以
上
の
記
載
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、「
審
得
」
で
始

ま
る
⑩
は
主
審
官
が
整
理
し
た
案
件
の
情
報
、「
應
」
で
始
ま
る
⑪
は
和
議
を
承
認
し
刑
罰
を
下
し
た
判
決
結
論
と
整
理
で
き
る
。
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以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
参
語
は
だ
い
た
い
「
審
得
」
で
始
ま
る
部
分
と
「
合
」
で
始
ま
る
部
分
と
い
う
二
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ

て
い
た
。

第
一
部
分 
①
③
⑤
⑦
⑩

「
審
得
」と
は
審
問
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
内
容
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
部
分
は
審
判
官
が
認
定
し
た
事
実
関
係
に

つ
い
て
自
ら
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
具
体
的
に
は
、
事
件
の
発
端
、
こ
れ
ま
で
の
訴
訟
過
程
、
先
行
す
る
判
決
と
そ
れ
に

対
す
る
評
価
、
事
件
の
疑
問
点
と
そ
れ
に
対
す
る
推
測
、
是
非
・
善
悪
に
対
す
る
主
観
的
な
判
断
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

第
二
部
分 

②
④
⑥
⑧
⑪

こ
の
部
分
は
審
判
官
が
下
し
た
処
理
結
論
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
と
言
え
る
。
具
体
的
に
は
、
民
事
に
関
す
る
内
容
（
和
議
・
事
件
に

関
係
す
る
財
産
の
帰
属
・
金
銭
的
な
賠
償
な
ど
）
と
刑
事
に
関
す
る
内
容
（
刑
罰
）
が
含
ま
れ
る
。

こ
の
第
一
部
分
と
第
二
部
分
の
関
係
を
考
え
る
と
、
前
者
に
お
い
て
裁
判
官
が
認
定
し
た
事
実
関
係
が
、
後
者
に
記
載
さ
れ
た
判
決

の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
言
う
迄
も
無
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
参
語
は
、
裁
判
官
が
認
定
し
た
事
実
関
係
を
記
載
し
た
第
一

部
分
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ
た
判
決
に
当
た
る
第
二
部
分
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
内
容
的
に
も
訴
訟
の
判
決
文
書
と
考
え
て

問
題
無
い
。

第
二
節　

参
語
と
審
語

第
一
章
第
一
節
の
最
後
に
、『
不
平
鳴
稿
』
の
五
件
の
参
語
に
つ
い
て
、
目
録
題
目
と
正
文
題
目
が
一
致
し
な
い
例
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
こ
こ
で
は
、
参
語
の
構
成
と
い
う
点
か
ら
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
目
録
題
目
が
「
…
…
参
語
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
正
文
題
目
が
「
…
…
審
／
審
語
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
二
例
で
あ
る
。
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■　
（
10
）
侯
公
受
囑
參
語
（
目
録
題
目
）　

四
月
初
四
日
審
（
正
文
題
目
）

■　
（
53
）
朱
公
准
息
參
語
（
目
録
題
目
）　

朱
公
審
語
（
正
文
題
目
）

こ
の
不
一
致
を
考
え
る
際
に
参
考
と
な
る
の
は
余
自
強47

『
治
譜48

』
の
参
語
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。

一
、
口
詞
中
有
審
語
・
參
語
不
同
。
如
審
得
某
以
何
事
起
釁
、
遂
至
忿
爭
、
各
叙
始
末
、
此
審
語
也
、
案
也
。
審
語
後
、
又
參

看
得
某
某
誰
曲
誰
直
、
或
用
駢
麗
語
、
此
參
語
也
、
斷
也
。
有
前
面
審
語
內
即
兼
用
斷
案
、
不
復
用
參
語
者
。
有
不
用
審
語
、
招

叙
明
徑
用
參
語
者
。
有
參
語
、
或
對
偶
、
或
不
對
偶
者
。
活
變
在
人
、
不
可
執
一49

。

口
詞
（
法
廷
審
理
に
お
い
て
当
該
訴
訟
を
担
当
す
る
地
方
官
が
裁
定
内
容
を
示
す
文
書50

）
に
は
審
語
と
參
語
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
同
じ

で
は
な
い
。「
審
得
某
以
何
事
起
釁
、
遂
至
忿
爭
」
の
よ
う
な
表
現
で
始
ま
り
、
事
件
の
経
緯
を
叙
述
す
る
部
分
が
審
語
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
案
」
で
あ
る
。
審
語
の
後
に
、
さ
ら
に
「
參
看
得
某
某
誰
曲
誰
直
」
の
よ
う
な
表
現
で
始
ま
り
、
駢
麗
語
を
用

い
た
り
す
る
部
分
が
參
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
断
」
で
あ
る
。
審
語
の
中
で
「
断
」
と
「
案
」
を
共
に
叙
述
し
て
、
改
め
て
参

語
を
使
う
こ
と
の
な
い
場
合
も
あ
る
し
、
審
語
を
使
わ
な
い
で
、
事
件
の
経
緯
な
ど
を
叙
述
す
る
の
に
參
語
を
用
い
る
場
合
も

あ
る
。參
語
で
対
句
を
作
る
場
合
も
あ
る
し
対
句
を
作
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。こ
れ
ら
の
使
い
方
の
変
化
は
人
に
よ
る
の
で
あ
っ

て
、
一
定
の
使
い
方
が
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
記
載
よ
れ
ば
、
審
語
は
「
審
得
」
で
始
ま
り
、
審
問
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
事
件
の
経
緯
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
主

に
事
件
の
顛
末
を
叙
述
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
参
語
は
、
審
語
の
後
に
置
か
れ
て
「
參
看
得
」
で
始
ま
り
、
事
件
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関
係
者
の
是
非
曲
直
を
断
じ
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
審
語
と
参
語
に
は
そ
の
内
容
や
機
能
に
区
別
が
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
参
語
が

審
語
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
審
語
が
参
語
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
使
い
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
た
。

『
治
譜
」
の
「
参
語
」
は
「
參
看
得
某
某
誰
曲
誰
直
…
…
斷
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、訴
訟
当
事
者
の
誰
が
誤
り
で
誰
が
正
し
い
か
を
判

断
す
る
部
分
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
判
決
に
当
た
り
、
一
方
、「
審
語
」
は
事
件
の
経
緯
を
叙
述
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
不
平
鳴

稿
』
所
収
の
参
語
の
二
部
分
に
当
て
は
め
る
と
、『
治
譜
』
の
「
審
語
」
が
『
不
平
鳴
稿
』
の
「
審
得
」
部
分
に
当
た
り
、『
治
譜
』
の

「
参
語
」
が
『
不
平
鳴
稿
』
の
「
合
」
部
分
に
当
た
る
こ
と
、
言
う
迄
も
無
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
参
語
を
構
成

す
る
二
部
分
を
『
治
譜
』
の
表
現
を
借
り
て
表
す
と
、「
審
語
」
と
「
参
語
」
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
不
平
鳴
稿
』
の
目
録
題
目
で
「
…
…
参
語
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
（
10
）
と
（
53
）
が
正
文
題
目
で
は
「
…
…
審

／
審
語
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
は
、
参
語
を
構
成
す
る
二
部
分
の
ど
ち
ら
に
光
を
当
て
て
い
る
か
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
参
語

の
「
審
得
」
部
分
に
光
を
当
て
れ
ば
「
…
…
審
語
」
と
な
り
、『
治
譜
』
の
「
参
語
」
に
相
当
す
る
「
合
」
部
分
に
光
を
当
て
れ
ば
「
…
…

参
語
」
と
称
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、「
合
」
部
分
に
光
を
当
て
た
場
合
に
「
…
…
参
語
」
と
よ
ば
れ
る
の
は
、「
合
」

部
分
が
『
治
譜
』「
参
語
」
の
「
參
看
得
某
某
誰
曲
誰
直
」
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

第
三
章　

参
語
と
供
状

前
章
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
参
語
は
当
該
訴
訟
の
判
決
文
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
明
代
の
判
決
文
書
に
対
す
る
明
確
な
定
義
づ
け
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
間
で
は
未
だ
に
合
意
が
得
ら
れ
て
い
な
い
部
分
が
残
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
阿
風
二
〇
一
六
は
、
問
擬
の
過
程
で
形
成
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
供
状
（
原
告
・
被
告
双
方
の
供
詞
を
記
し
た
書
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面
）、
看
語
（
官
員
に
よ
る
判
語
で
あ
り
、
参
語
・
審
語
・
讞
語
と
も
呼
ぶ
）、
議
得
（
律
に
よ
っ
て
罪
を
決
定
す
る
こ
と
）、
照
出
（
訴
訟
の
費
用
）
な
ど

が
含
ま
れ
、
全
て
判
決
文
書
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
（
一
〇
三
〜
一
〇
七
頁
）。
孟
燁
二
〇
二
一
は
、
裁
判
の
最
後
の
文

書
を
も
っ
て
判
断
基
準
と
し
、歸
一
供
詞
（
和
解
の
供
詞
）、供
状
（
供
述
書
）
と
招
由
（
即
ち
「
招
」51

）
を
直
接
に
判
決
文
書
に
認
め
て
い
る

た
め
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
衙
門
は
い
か
な
る
形
式
の
判
決
文
書
も
不
要
と
考
え
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
（
八
三
〜

一
三
四
頁
）。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
判
決
文
書
と
見
な
さ
れ
た
供
状
等
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
無
い
上
に
、
依
拠
し
て
い
る
史
料
も

す
べ
て
官
箴
書
の
論
述
と
、
個
別
の
案
件
に
関
す
る
連
続
性
の
な
い

案
で
あ
る
。

阿
風
は
訴
訟
の
審
査
に
お
い
て
「
議
得
」「
照
出
」
の
文
書
が
作
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
次
掲
の
『
不
平
鳴
稿
』

（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
に
は
「
議
得
」「
照
出
」
で
始
ま
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
独
立
し
た
文
書
で
は
な
く
供
状

を
構
成
す
る
一
部
分
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
判
決
文
書
に
相
当
す
る
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
は
「
供
状
」
で
あ
る
。
本
章

で
は
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
検
討
の
中
で
、
判
決
文
書
と
見
な
さ
れ
る
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
招
」
も
取
り
上
げ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
不
平
鳴
稿
』
に
は
二
件
の
供
状
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
挙
げ
る
前
に
、供
状
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
指
摘
を
確
認
し
て
お
こ

う
。谷

井
陽
子
二
〇
〇
〇
に
よ
る
と
、
供
状
と
は
、
身
柄
を
衙
門
に
送
致
さ
れ
て
き
た
被
告
が
、
初
審
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
具
体
的
な

事
実
関
係
に
つ
い
て
「
是
実
」
で
あ
る
こ
と
承
認
す
る
誓
約
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
審
理
段
階
に
あ
る
に
せ
よ
、
ま
た
自
理
・
上

申
い
ず
れ
の
事
案
で
あ
る
に
せ
よ
、
裁
判
を
終
結
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
罪
に
問
わ
れ
た
者
か
ら
事
実
を
認
め
る
供
状
を
取
る
こ
と
が

定
式
化
さ
れ
て
い
た
（
五
七
〜
八
六
頁
）。
谷
井
の
理
解
に
従
え
ば
、
供
状
は
判
決
文
書
で
は
な
く
、
判
決
が
下
さ
れ
た
後
に
判
決
当
事
者

が
事
実
を
認
め
た
こ
と
を
証
す
る
文
書
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
谷
井
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
供
状
を
考
察
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し
、
供
状
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
不
平
鳴
稿
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
供
状
は
、
訴
訟
2
と
訴
訟
5
の
判
決
文
書
で
あ
る
参
語
の
後
に
現
れ
て
い
る
。

■　
（
18
）
潘
鍍
供
状
（
目
録
題
目
・
正
文
題
目
）

供
狀
人
潘
鍍
、
年
四
十
八
歲
。
有
到
官
族
人
潘
應
乾
、
平
日
一
貧
如
洗
、
于
萬
曆
十
五
年
間
父
死
、
衣
棺
無
措
、
將
土
名
東

亭
坦
牌
前
等
處
己
分
內
地
取
稅
六
厘
并
屋
及
僕
人
程
長
文
等
、
立
契
賣
與
到
官
余
顯
功
父
管
業
、
得
受
價
銀
二
十
五
兩
、
經

今
四
冊
、
人
傳
三
代
、
應
主
無
異
。
比
程
長
文
等
父
母
墳
瑩
俱
埋
葬
余
顯
功
己
山
。
嗣
後
、
萬
曆
二
十
二
年
間
、
潘
氏
始
立

祠
戶
。
潘
應
乾
除
賣
與
余
顯
功
外
、
餘
稅
聽
衆
亦

入
祠
。
至
天
啟
四
年
正
月
內
、
有
到
官
僕
人
程
積
德
等
不
合
不
盡
名
分
、

鍍
只
合
思
程
積
德
既
係
衆
僕
、
亦
不
合
恃
強
阻
僕
、
不
令
聽
余
顯
功
使
喚
、
致
余
顯
功
及
在
官
兄
余
勣
不
甘
、
遂
行
具
狀
赴

告
本
縣
。
隨
蒙
本
縣
侯
知
縣
斷
令
、
潘
應
乾
備
價
贖
回
、
以
息
兩
爭
。
發
落
訖
、
潘
應
乾
思
得
賣
僕
殯
父
、
委
係
余
顯
功
濟

急
厚
情
、
又
經
年
久
、
潘
應
乾
亦
不
合
堅
不
肯
贖
、
余
顯
功
亦
不
合
具
狀
為
奔
憲
鳴
冤
事
、
于
本
年
七
月
十
八
日
赴
告 

本
府
、

告
准
、
蒙
送
軍
廳
、
行
提
間
、
潘
鍍
以
隱
斷
讐
誣
事
、
潘
應
乾
以
實
訴
事
、
各
狀
投
訴
、
通
蒙
牌
拘
一
干
人
證
到
廳
、
隨
蒙 

同
知
老
爺
臺
前
③
㋐
審
得
、
潘
應
乾
因
葬
親
貧
若
﹇
苦
﹈、＜

云
云＞

、
參
完
。

一
、
議
得
、
潘
鍍
・
潘
應
乾
・
余
顯
功
・
程
積
德
所
犯
、
俱
合
依
不
應
得
為
而
為
、
事
理
重
者
律
、
各
杖
八
十
、
俱
有

『
大
誥
』、
減
等
、
各
杖
七
十
。
俱
民
、
審
、
潘
鍍
・
余
顯
功
有
力
、
各
照
例
折
納
米
價
。
程
積
德
稍
【
有
】
力
、
照
例
折
納

工
價
。
潘
應
乾
無
力
、
照
例
依
律
的
決
。
合
候
關
堂
、
聽
候
發
落
、
追
贖
完
日
施
行
。

一
、
照
出
、
潘
鍍
・
潘
應
乾
・
余
顯
功
各
告
紙
二
錢
五
分
、
程
積
德
民
紙
一
錢
二
分
五
厘
、
並
潘
鍍
・
余
顯
功
各
米
價
銀
三

兩
五
錢
、
程
積
德
工
價
銀
一
兩
三
錢
五
分
、
俱
追
貯
庫
、
聽
候
本
府
項
下
作
正
支
銷
。
其
僕
人
莊
屋
、
若
潘
鍍
等
借
口
取
贖
、
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④
㋕
合
斷
潘
應
乾
名
下
出
銀
十
兩
、
潘
鍍
等
衆
名
下
公
出
銀
十
五
兩
、
仍
加
銀
十
兩
、
共
三
十
五
兩
以
贖
此
約
。
若
潘
氏
人

心
不
齊
、
僕
人
聽
余
顯
功
役
使
。
㋖
如
潘
鍍
等
抗
不
肯
贖
、
只
推
應
乾
、
必
待
應
乾
名
下
有
銀
交
顯
功
、
取
領
則
發
還
其
人
。

其
潘
氏
不
得
恃
強
相
毆
・
相
奪
、
僕
人
長
文
等
亦
不
得
違
抗
余
氏
使
役
、
餘
無
照
。

■　
（
54
）
潘
国
宝
供
状
（
目
録
題
目
・
正
文
題
目
）

供
狀
人
潘
國
寳
、
年 

歲
、
本
縣
七
都
一
圖
民
。
狀
供
、
到
官
余
希
聖
、
伊
有
承
祖
墳
山
、
土
名
西
乂
。
夜
字
乙
千
九
百
二
十
三

號
、
祖
墳
山
、
計
稅
四
分
七
厘
九
毫
、
俱
是
余
希
聖
己
業
、
於
上
蓄
木
蔭
墳
。
西
邊
夜
字
乙
千
九
百
二
十
二
號
、
土
名
潘
塘

邊
、
計
税
僅
止
二
厘
一
毫
、
余
希
﹇
聖
﹈
與
潘
嵩
各
半
、
每
股
乙
厘
五
系
﹇
絲
﹈。
余
希
﹇
聖
﹈
與
潘
嵩
兩
家
葬
祖
、
頂
蔭
木

二
衆
留
蔭
墳
。
先
年
間
、
國
寳
買
潘
嵩
名
下
五
毫
。
嗣
後
、
國
寶
不
合
販
賣
影
騙
、
將
買
潘
嵩
山
税
五
毫
又
轉
賣
在
官
汪
嘉

慶
為
業
。
汪
嘉
、
即
汪
至
。
釘
界
、
將
二
株
昼
﹇
畫
﹈
號
、
削
及
希
聖
自
己
墳
木
、
因
而
余
希
聖
不
甘
。
亦
不
合
添
以
占
塚

殺
命
事
具
狀
。
於
崇
禎
二
年
八
月
十
六
日
赴
告
府
主
太
爺
洪
臺
下
、
蒙
批
、
仰
縣
查
報
。
遵
行
間
、
國
寶
具
狀
赴
訴
、
余
希

聖
節
狀
投
稟
。
拘
審
間
、
汪
至
見
山
太
窄
、
不
便
扦
葬
、
願
退
業
求
價
。
汪
至
立
契
、
將
買
國
寶
税
五
毫
并
賣
與
余
希
聖
保

祖
。
憑
在
官
生
員
吳
福
大
、
汪
士
鰲
等
告
息
。
隨
蒙
縣
主
爺
爺
朱
⑩
㋐
審
得
、
余
希
聖
有
夜
字
一
千
九
百
二
十
三
號
、
祖
墳

山
、
税
四
分
七
厘
九
毛
﹇
毫
﹈、
此
原
余
姓
己
業
、＜
云
、
即
前
朱
公
審
語＞

。

明
代
後
半
期
の
政
書
に
掲
載
さ
れ
る
供
状
の
書
式
に
よ
れ
ば
、
冒
頭
に
供
述
者
の
姓
名
・
居
住
地
・
戸
籍
が
記
さ
れ
、
そ
れ
に
続
け

て
「
状
供
」
の
内
容
が
「
所
供
是
實
」
の
定
型
句
で
結
ば
れ
る
形
で
続
き
、
末
尾
に
日
付
と
供
述
者
の
署
名
捺
印
が
置
か
れ
る
と
い
う

書
式
に
定
め
ら
れ
て
い
た52

。
上
掲
の
（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
の
冒
頭
は
「
供
状
人
潘
鍍
、
年
四
十
八
歳
。
有
到
官
族
人
潘
應
乾
…
…
」
と
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な
っ
て
お
り
、（
54
）「
潘
国
宝
供
状
」
も
「
供
狀
人
潘
國
寳
、
年 

歳
、
本
縣
七
都
一
圖
民
。
狀
供
…
…
」
で
始
ま
っ
て
い
て
、
い
ず
れ

も
上
述
の
書
式
に
合
致
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
二
つ
の
供
状
は
被
告
人
の
口
供
を
記
録
し
た
と
い
う
体
裁
で
、
被
告
が
判
決
に
従
っ
た

と
い
う
事
実
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
の
文
書
構
成
に
着
目
す
る
と
、
供
状
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
主
要
な
内
容
に
続
い
て
、「
議
得
…
…
」
と

「
照
出
…
…
」
で
始
ま
る
内
容
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
内
容
か
ら
見
れ
ば
、「
議
得
」
と
は
、
刑
法
に
基
づ
い
て
下
さ
れ

た
判
決
に
関
す
る
内
容
を
記
す
た
め
の
書
式
で
あ
る
。
判
決
の
根
拠
と
な
る
律
の
正
文
を
引
用
し
て
そ
れ
を
明
示
し
て
か
ら
、
処
罰
さ

れ
た
人
員
が
減
刑
あ
る
い
は
贖
刑
と
い
う
条
件
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
勘
案
し
た
上
で
、詳
細
な
量
刑
が
行
わ
れ
る
。「
照
出
」
と

は
、
裁
判
の
必
要
経
費
に
関
す
る
内
容
を
ま
と
め
て
記
す
た
め
の
書
式
で
あ
る53

。
具
体
的
に
は
、
裁
判
の
費
用
あ
る
い
は
贖
刑
の
た
め

の
納
付
金
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
文
書
の
内
容
が
、
Ⓐ
問
得
・
Ⓑ
議
得
・
Ⓒ
照
出
の
三
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
る
「
招
」
の
書
式

に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
谷
井
陽
子
二
〇
〇
〇
に
よ
れ
ば
，「
招
」
と
は
一
件
ご
と
に
裁
判
の
結
果
を
記

す
た
め
に
作
成
さ
れ
る
文
書
で
あ
り
、「
そ
の
書
式
は
他
の
文
書
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
厳
密
に
定
型
化
さ
れ
て
い
た
」（
六
一
頁
）54

。

（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
に
は
、「
議
得
」「
照
出
」
で
始
ま
る
部
分
は
あ
る
が
、「
問
得
」
の
書
き
出
し
で
始
ま
る
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
。

「
招
」
の
「
問
得
」
部
分
の
内
容
は
ま
さ
し
く
主
犯
格
の
姓
名
・
年
齢
・
身
分
な
ど
を
冒
頭
に
掲
げ
、
審
理
に
よ
っ
て
事
実
と
認
定
さ
れ

た
事
件
の
経
緯
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
（
谷
井
陽
子
二
〇
〇
〇　

六
二
頁
）
が
、（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
の
冒
頭
か
ら
「
一
、

議
得
」
ま
で
の
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
「
問
得
」
の
内
容
と
し
て
流
用
・
認
定
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う55

。
従
っ
て
、（
18
）「
潘

鍍
供
状
」
は
「
招
」
と
同
一
書
式
で
書
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
も
う
一
つ
の
（
54
）「
潘
国
宝
供
状
」
も
被
告
で
あ
る
潘
国
宝
の
姓

名
・
年
齢
・
身
分
な
ど
か
ら
始
ま
り
、
審
理
に
よ
っ
て
事
実
と
認
定
さ
れ
た
事
件
の
経
緯
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
記
し
て
お
り
、「
招
」
の
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「
問
得
」
の
記
載
内
容
に
相
当
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
、（
54
）「
潘
国
宝
供
状
」
の
末
尾
に
「
即
前
朱
公
審
語
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
ち
ら
も
や
は
り
「
招
」
を
構
成
す
る
「
問
得
」
に
相
当
す
る
一
部
分
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
二
件
の
供
状
は
、
明
代
後
半
期
の
政
書
に
掲
載
さ
れ
る
供
状
お
よ
び
「
招
」
の
書
式
に
従
っ
て

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
供
状
あ
る
い
は
「
招
」
と
同
じ
機
能
を
果
た
す
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
。
つ
ま
り
、
こ

の
二
つ
の
供
状
は
、
当
該
の
訴
訟
の
審
理
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
具
体
的
な
事
実
関
係
を
訴
訟
当
事
者
が
承
認
す
る
誓
約
書
と
し
て
裁

判
の
結
果
を
記
し
た
文
書
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
供
状
と
参
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
形
式
面
か
ら
言
う
と
、
参
語
と
供
状
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
、『
不
平
鳴
稿
』
所
収
の
文
書
が
、
裁
判
の
過
程
に
沿
っ
て
、
そ

の
作
成
さ
れ
た
順
序
に
忠
実
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
供
状
は
判
決
文
書
で
あ
る
参
語
が
作
成
さ
れ
た
後
に
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
参
語
の
後
に
必
ず
供
状
が
来
る
わ
け
で
は
な
く
、
二
つ
の
供
状
は
、
訴
訟
1
を
蒸
し
返
し
た
訴

訟
2
と
、
訴
訟
5
に
お
い
て
、
参
語
の
作
成
後
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
供
状
は
原
告
が
上
訴
し
な
い
で
当
該
訴
訟
が

終
結
し
た
段
階
で
作
成
さ
れ
、
判
決
を
当
事
者
双
方
が
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
訴
訟
4
で
供

状
が
出
な
か
っ
た
原
因
は
、
訴
訟
4
と
訴
訟
2
の
審
理
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
事
実
関
係
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
供
状
は
訴
訟
2
で
作
成
さ

れ
た
も
の
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

次
に
内
容
に
つ
い
て
言
え
ば
、
二
つ
の
供
状
は
い
ず
れ
も
既
に
確
認
さ
れ
た
案
件
発
生
の
起
因
か
ら
最
終
の
判
決
結
果
に
至
る
ま
で

の
、
訴
訟
の
全
過
程
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る56

。
こ
れ
は
、
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
供
状
が
「
招
」
の
「
問
得
」
に
対
応
す
る

部
分
で
あ
る
た
め
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
二
つ
の
供
状
に
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
参
語
の
内
容
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
に
は
（
17
）「
李
公
審
結
參
語
」
の
③
㋐
と
④
㋕
㋖
の
内
容
が
、（
54
）「
潘
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国
宝
供
状
」
に
は
（
53
）「
朱
公
准
息
參
語
」
の
⑩
㋐
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
引
用
さ
れ
て
お
り
（（
18
）
と
（
54
）
の
傍
線
部
参
照
）。

両
供
状
の
文
中
に
は
、「
不
合
」
を
も
っ
て
始
ま
り
、
案
件
に
関
わ
る
人
員
の
過
ち
に
つ
い
て
直
接
的
に
指
摘
す
る
判
決
結
論
が
記
さ

れ
て
い
る
。
関
係
者
の
行
為
に
対
す
る
裁
判
官
の
判
断
・
評
価
を
示
す
こ
れ
ら
の
言
葉
は
「
招
眼
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
「
問

得
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
べ
き
極
め
て
重
要
な
箇
所
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
供
状
の
作
成
に
際
し
て
、
そ
の
執
筆
者
で

あ
る
吏
員
が
主
審
官
員
の
考
え
の
道
筋
に
沿
っ
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
供
状
は
参
語
と
は
異
な
り
、

裁
判
官
自
ら
が
事
実
関
係
の
認
定
を
行
う
に
至
る
考
察
過
程
を
記
述
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
で
、（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
の
「
照
出
」
の
箇
所
に
は
、
参
語
に
よ
っ
て
裁
定
を
下
さ
れ
た
銀
両
の
支
払
い
の
こ
と
も
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
全
て
、
参
語
の
判
決
と
そ
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
具
体
化
・
細
分
化
し
た
も
の
と
言
え
る
。

ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
最
後
の
判
決
結
果
を
記
述
し
た
箇
所
は
、
二
つ
の
供
状
い
ず
れ
も
が
、
参
語
を
省
略
し
て
引
用
す
る
形

式
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、（
18
）「
潘
鍍
供
状
」
の
「
云
云
、
參
完
」
や
（
54
）「
潘
国
宝
供
状
」
の
「
云
、
即
前
朱

公
審
語
」
が
参
語
の
省
略
引
用
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

供
状
は
裁
判
の
最
後
段
階
に
お
い
て
一
般
的
な
官
吏
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
被
告
が
判
決
に
従
う
こ
と
を
表
明
す
る
た
め
の
文
書

で
あ
る
と
言
え
る
。
裁
判
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
判
決
文
書
（
参
語
）
を
下
し
た
後
、
原
告
・
被
告
の
双
方
か
ら
判
決
に
承

服
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
取
る
必
要
が
あ
り
、
最
終
的
に
主
審
衙
門
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
供
状
こ
そ
が
そ
の
確
認
の
文
書
な

の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
実
際
に
判
決
文
書
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
の
は
参
語
で
あ
る
。
そ
し
て
供
状
は
参
語
の
派
生
文
書
で
あ
る
と
見
な
す
こ

と
も
で
き
る
。
参
語
が
な
け
れ
ば
、
供
状
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
逆
に
、
供
状
が
無
く
て
も
、
判
決
文
書
と
し
て
事
件
を
結
審
す
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る
と
い
う
参
語
の
機
能
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、『
不
平
鳴
稿
』
で
は
、
五
件
の
裁
判
す
べ
て
に
参
語
は
あ
る
が
、

供
状
が
あ
る
の
は
二
つ
だ
け
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、不
当
に
使
用
さ
れ
た
参
語
は
重
大
な
司
法
問
題
を

引
き
起
こ
し
た
が
、
な
ぜ
乱
用
さ
れ
た
の
が
参
語
で
あ
っ
て
、
供
状
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
問
刑
の
官
員
が
判
決
を

下
し
た
根
拠
を
参
照
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
が
参
語
の
み
に
記
録
さ
れ
て
い
て
、
供
状
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

結
び

『
不
平
鳴
稿
』
に
記
載
さ
れ
た
明
後
期
の
徽
州
府
の
司
法
案
巻
を
詳
し
く
分
析
す
る
と
、
参
語
と
は
、
州
県
な
ど
の
衙
門
に
お
い
て
審

判
を
担
当
し
た
裁
判
官
（
親
審
官
）
が
、
断
案
を
下
し
て
審
判
を
終
結
さ
せ
る
に
当
た
り
、
結
審
に
際
し
て
原
告
・
被
告
の
双
方
を
法
廷

に
集
め
、
直
接
断
案
を
申
し
渡
す
た
め
に
作
成
し
た
判
決
文
書
で
あ
る
、
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
参
語
の
構
造
を
内
容

に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
基
本
的
に
は
主
観
的
な
事
実
関
係
の
認
定
、
及
び
処
理
結
論
と
い
う
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

最
後
に
、
本
稿
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
結
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
点
と
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
研
究
方
針
に
つ

い
て
述
べ
、
結
び
に
代
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

今
回
筆
者
が
提
示
し
た
参
語
に
つ
い
て
の
理
解
と
定
義
、
す
な
わ
ち
参
語
の
作
成
と
文
書
の
構
造
、
お
よ
び
裁
判
文
書
中
に
お
け
る

判
決
文
書
と
し
て
の
性
質
は
、
あ
く
ま
で
『
不
平
鳴
稿
』
に
お
け
る
実
用
例
（
地
方
衙
門
が
自
理
し
た
民
事
事
案
）
の
検
討
を
通
じ
て
導
き

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
客
観
的
に
検
証
・
評
価
す
る
た
め
に
は
、
同
時
代
の
他
の
史
料
、
す
な
わ
ち
明
代
の
律
学
書
お
よ
び
判

牘
史
料
を
研
究
対
象
と
し
て
、『
不
平
鳴
稿
』
に
出
て
く
る
参
語
と
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
紹
介
し
た
よ
う
に
、
成
化
・
正
徳
・
嘉
靖
三
帝
の
即
位
詔
に
お
い
て
は
、
参
語
を
勝
手
に
加
え
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た
り
引
用
し
た
り
し
て
無
辜
の
民
に
罪
を
着
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
の
考
察
に
よ

れ
ば
、
参
語
は
訴
訟
の
判
決
文
書
で
あ
る
。
一
般
的
に
考
え
て
、
判
決
文
書
無
く
し
て
裁
判
は
結
審
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
参
語
を

妄
り
に
加
え
た
り
引
用
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
即
位
詔
の
言
葉
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
決
す
る
鍵
は
、
訴

訟
を
担
当
す
る
裁
判
官
が
参
語
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
何
を
目
指
し
て
い
た
か
に
あ
る
。
次
に
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

し
よ
う
。

〔
附
記
〕  

本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
岩
井
茂
樹
主
編
『
明
代
訴
訟
文
書

―
校
訂
と
研
究
』（
未
出
版
）
所
載
の
『
不
平
鳴
稿
』
の
テ
キ
ス

ト
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
岩
井
茂
樹
教
授
と
同
古
松
崇
志
教
授
、及
び
中
国
社
会
科
学
院

阿
風
教
授
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

注
①　

一
、
凡
問
囚
犯
、
今
後
一
依
『
大
明
律
』
科
斷
、
不
許
深
文
妄
引
參
語
、
濫
及
無
辜
。（『
皇
明
詔
令
』
之
十
九
・
今
聖
上
皇
帝
「
即
位
詔
」
正
德
十
六

年
四
月
二
十
二
日
）

 

ま
た
、
成
化
・
正
徳
両
帝
の
即
位
詔
の
当
該
部
分
は
以
下
の
通
り
。

 

一
、
凡
問
囚
犯
、
今
後
一
依
『
大
明
律
』
科
斷
、
照
例
運
磚
・
做
工
・
納
米
等
項
發
落
、
所
有
條
例
並
宜
革
去
、
及
不
許
深
文
妄
引
參
語
、
濫
及
無
辜
。

（『
皇
明
詔
令
』
之
十
五
・
憲
宗
純
皇
帝
上
「
即
位
詔
」
天
順
八
年
正
月
二
十
二
日
）

 

一
、
内
外
問
刑
衙
門
、
今
後
問
擬
囚
犯
罪
名
、
律
有
正
條
者
、
俱
依
律
科
斷
、
無
正
條
者
、
方
許
引
例
發
落
。
亦
不
許
妄
加
參
語
、
濫
及
無
辜
。（『
皇
明

詔
令
』
之
十
八
・
武
宗
毅
皇
帝
「
即
位
詔
」
弘
治
十
八
年
五
月
十
八
日
）

②　

海
瑞
『
備
忘
集
』
に
は
「
陳
舜
興
人
命
參
語
」
な
ど
八
点
の
参
語
が
、
劉
時
俊
『
居
官
水
鏡
』
に
は
「
江
防
廳
解
到
潘
崇
禮
等
人
命
一
起
親
審
參
語
」
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な
ど
四
点
の
参
語
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

③　
『
不
平
鳴
稿
』
四
巻
（
崇
禎
三
〔
一
六
三
〇
〕
年
序
鈔
本
）
の
原
本
は
南
京
大
学
歴
史
系
資
料
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
岩
井
茂
樹
主
編

『
明
代
訴
訟
文
書

―
校
訂
と
研
究
』（
未
出
版
）
所
収
の
阿
風
点
校
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。
な
お
、
本
稿
で
の
引
用
に
際
し
て
は
、
原
文
の
略

字
・
異
体
字
は
正
字
体
に
直
し
た
。

④　

書
名
に
つ
い
て
余
顕
功
は
序
で
「
凡
物
之
不
得
其
平
則
鳴
」
と
説
明
し
て
い
る
。（『
不
平
鳴
稿
』
序
）

⑤　

原
告
、
余
顕
功
、
年
六
十
四
歳
、
係
徽
州
府
休
寧
縣
七
都
一
圖
人
、
住
東
亭
。（『
不
平
鳴
稿
』（
28
）「
余
顕
功
告
詞
」）

⑥　

岩
井
著
書
で
は
、
阿
風
に
よ
っ
て
こ
の
七
三
件
の
文
書
に
『
不
平
鳴
稿
』
の
著
録
順
の
整
理
番
号
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
整
理
番
号
を

「（
1
）」
の
よ
う
に
示
す
。

⑦　

例
え
ば
、（
04
）「
余
顕
功
本
縣
告
詞
」・（
29
）「
理
刑
廳
顕
功
投
到
詞
」

⑧　

例
え
ば
、（
32
）「
顕
功
催
稟
」・（
33
）・（
34
）・（
41
）「
顕
功
逐
僕
稟
帖
」・（
51
）「
催
勘
詞
」

⑨　

明
代
に
お
け
る
奴
婢
と
は
、
法
的
な
身
分
で
は
な
く
、
不
自
由
な
契
約
の
も
と
服
役
的
な
職
業
に
従
事
す
る
人
々
を
指
す
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
良
人
と
は
、
相
対
的
に
奴
婢
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
に
は
な
い
一
般
人
を
指
す
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
刑
法
上

に
お
い
て
も
、
量
刑
に
つ
い
て
い
え
ば
、
両
者
の
間
で
の
刑
の
加
減
は
一
等
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
律
文
を
引
用
し
て
「
以

全
良
賤
體
統
、
况
己
奴
婢
乎
」
と
主
張
し
、「
逆
僕
」
の
程
積
徳
・
程
長
文
の
非
を
言
い
立
て
る
背
景
に
は
、
本
章
第
二
節
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
明
後
期

の
徽
州
に
お
い
て
激
化
し
て
い
た
「
主
僕
の
分
」
を
め
ぐ
る
紛
争
、
と
り
わ
け
主
家
の
所
有
資
産
（
土
地
・
佃
僕
な
ど
）
の
均
分
相
続
・
売
買
に
伴
う
細

分
化
・
複
雑
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
佃
僕
の
応
役
義
務
の
煩
雑
化
と
い
う
傾
向
が
存
在
し
た
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
岸
本
美
緒
二
〇
一
二
の
三
「「
賤
」
と
い

う
感
覚
」（
一
六
四
〜
一
七
〇
頁
）、
中
島
楽
章
二
〇
〇
二
の
第
七
章
、
特
に
第
六
節
「
明
末
徽
州
社
会
と
佃
僕
制
」（
二
九
六
〜
三
〇
六
頁
）、
谷
井
俊
仁
・

谷
井
陽
子
二
〇
一
九
の
闘
殴
篇
・
良
賤
相
殴
（
良
人
を
賤
人
の
間
の
暴
行
）
の
解
説
（
三
一
一
〜
三
一
二
頁
）
な
ど
を
参
照
。

⑩　

凡
奴
婢
毆
家
長
者
、
皆
斬
。
殺
者
、
皆
凌
遲
處
死
。
過
失
殺
者
、
絞
。
傷
者
、
杖
一
百
、
流
三
千
里
。
若
毆
家
長
之
期
親
及
外
祖
父
母
父
母
者
、
絞
。

傷
者
、
皆
斬
。
過
失
殺
者
、
減
毆
罪
二
等
。
傷
者
、
又
減
一
等
。
故
殺
者
、
皆
凌
遲
處
死
。
毆
家
長
之

麻
親
、
杖
六
十
、
徒
一
年
。
小
功
、
杖
七
十
、

徒
一
年
半
。
大
功
、
杖
八
十
、
徒
二
年
。
折
傷
以
上
、

麻
、
加
毆
良
人
罪
一
等
。
小
功
、
二
等
。
大
功
、
加
三
等
。
加
者
、
加
入
於
死
、
死
者
、
皆
斬
。
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（『
大
明
律
』
二
〇
・
刑
律
三
・
鬥
毆
・
奴
婢
毆
家
長
）

⑪　

明
中
期
以
降
、
頻
繁
に
土
地
の
売
買
に
伴
い
、
旧
主
と
新
主
に
同
時
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
佃
僕
が
い
る
。
そ
れ
は
三
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
を
引

き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
一
僕
二
主
」
現
象
に
つ
い
て
は
、
阿
風
二
〇
一
六
第
九
章
第
三
節
で
言
及
し
て
い
る
（
二
四
〇
頁
注
①
）。

⑫　
（
37
）
を
訴
訟
5
に
入
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

⑬　

本
月
初
一
日
、
兄
余
勣
具
請
討
叛
逆
。（『
不
平
鳴
稿
』（
04
）「
余
顕
功
本
縣
告
詞
」）

⑭　
（
侯
安
國
）
號
晉
明
、
永
城
人
。
進
士
。
由
知
海
門
縣
天
啓
二
年
調
任
。（
康
熙
『
徽
州
府
志
』
四
・
休
寧
職
官
・
明
知
縣
）

⑮　
「
舗
（
鋪
）
長
司
」
に
つ
い
て
は
、
万
暦
『
大
明
会
典
』
一
六
五
・
都
察
院
二
・
諸
司
職
掌
に
「
急
逓
鋪
に
常
駐
し
て
緊
急
の
公
文
書
を
伝
達
す
る
」
役

割
を
持
つ
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

⑯　

奉
縣
主
爺
爺
案
前
喚
令

傷
。（『
不
平
鳴
稿
』（
05
）「
醫
生
結
状
」）

⑰　
（
06
）
と
（
07
）
は
正
文
題
目
の
み
で
文
書
本
文
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
具
体
的
な
内
容
は
不
明
。

⑱　

州
県
衙
門
の
胥
吏
が
所
属
す
る
六
房
の
一
つ
、
中
央
官
制
に
お
け
る
六
部
の
職
掌
に
対
応
し
て
区
分
。
上
司
か
ら
の
来
文
を
既
決
・
未
決
な
ど
に
分
類

し
て
実
務
処
理
を
行
う
。
万
暦
『
大
明
会
典
』
一
〇
・
吏
部
九
・
諸
司
職
掌
な
ど
を
参
照
。

⑲　

廳
廉
清
正
、
洞
燭
民
冤
、
細
詳
細
審
、
除
懷

惕
惻
隱
之
仁
、
停
筆
停
參
、
似
有
回
天
轉
日
之
象
、
但
存
心
忠
厚
、
猶
不
肯
遽
然
以
翻
縣
招
。（『
不
平

鳴
稿
』（
19
）「
本
府
給
顕
功
執
照
」）

⑳　
（
劉
尚
信
）
直
隸
濬
縣
人
。
進
士
、
天
啓
三
年
任
。（
康
熙
『
徽
州
府
志
』
三
・
郡
職
官
・
明
知
府
）

㉑　

軍
庁
あ
る
い
は
督
糧
庁
は
同
知
の
別
名
で
あ
る
。
同
知
に
つ
い
て
は
常
職
で
な
い
た
め
に
定
員
も
な
く
、
通
判
と
一
緒
に
清
軍
・
巡
捕
・
管
糧
・
治
農
・

水
利
・
屯
田
・
牧
馬
な
ど
の
職
務
を
分
掌
し
、
そ
の
衙
署
は
「
庁
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
故
に
、
こ
の
よ
う
な
別
名
が
あ
る
。『
明
史
』
志
第
五
十
一
・
職

官
四
・
府
を
参
照
。

㉒　
（
李
一
鳳
）
湖
廣
江
陵
籍
、
施
州
衞
人
。
舉
人
。
天
啓
三
年
任
。（
康
熙
『
徽
州
府
志
』
三
・
郡
職
官
・
明
同
知
）

㉓　

こ
れ
は
「
招
」（『
不
平
鳴
稿
』
未
収
録
）
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
叙
述
す
る
。

㉔　

招
已
申
詳
、
乞
天
細
電
。（『
不
平
鳴
稿
』（
19
）「
本
府
給
顕
功
執
照
」）
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㉕　

余
顕
功
は
徽
州
府
知
府
劉
尚
信
に
文
書
を
提
出
し
、
証
明
書
と
し
て
の
執
照
を
請
求
し
た
。
劉
知
府
は
、
こ
の
文
書
の
上
に
返
事
の
批
文
を
書
い
て
捺

印
し
た
。
ま
た
、
文
書
内
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
同
知
李
一
鳳
の
参
語
・
潘
応
乾
の
訴
詞
及
び
売
買
契
約
書
の
写
し
に
対
し
て
も
捺
印
し
た
。
こ
の
よ
う
な

手
続
き
を
経
っ
て
、
執
照
が
形
成
さ
れ
る
。

㉖　
（
頡
鵬
）
陝
西
西
安
府
人
。
進
士
、
崇
正
中
任
。（
康
熙
『
徽
州
府
志
』
三
・
郡
職
官
・
明
知
府
）

㉗　

朱
陞
は
『
徽
州
府
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
朱
陛
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。（
朱
陛
）

縣
人
。
進
士
。
天
啓
六
年
任
。（
康
熙
『
徽
州
府
志
』
四
・
休

寧
職
官
・
明
知
縣
）

㉘　

豪
賂
供
房
、
私
改
砌
招
申
府
、
做
成
紙
棺
埋
陷
。
詎
豪
重
賂
供
房
、
改
參
違
断
、

價
砌
招
申
府
。（『
不
平
鳴
稿
』（
29
）「
理
刑
廳
顕
功
投
到
詞
」）

㉙　
『
不
平
鳴
稿
』（
28
）「
余
顕
功
告
詞
」
に
「
急
告
勅
屯
馬
察
院
老
爺 

施
行
」
と
あ
る
。
故
に
、
こ
こ
で
の
「
屯
院
」
は
屯
馬
察
院
の
略
称
で
あ
る
。
阿

風
に
よ
れ
ば
、
こ
の
屯
院
は
南
京
屯
院
を
指
し
、
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
屯
院
と
は
巡
視
屯
田
監
察
御
史
（
巡
屯
御
史
あ
る
い
は
屯
馬
御
史
）
で
あ

り
、
巡
屯
御
史
の
主
要
な
職
責
は
屯
田
職
務
の
監
察
と
民
間
の
訴
訟
を
受
理
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
阿
風
二
〇
一
六
（
二
四
九
頁
）
を
参
照
。
中
央
か
ら

派
遣
さ
れ
る
監
察
御
史
（
巡
按
）
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
清
軍
・
巡
鹽
・
茶
馬
・
巡
漕
・
巡
関
・
巡
屯
・
屯
馬
な
ど
様
々
な
職
務
を
担
当
し
て
い
る
。
彼

ら
が
駐
箚
す
る
衙
門
は
「
察
院
」
と
呼
ば
れ
る
。『
明
史
』
志
第
四
十
九
・
職
官
二
・
都
察
院
を
参
照
。

㉚　

康
熙
『
徽
州
府
志
』
三
・
監
司
職
官
に
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未
詳
。

㉛　

刑
庁
あ
る
い
は
理
刑
庁
は
推
官
の
俗
称
で
あ
る
。
推
官
に
つ
い
て
は
「
理
刑
名
、
贊
計
典
」
と
い
う
職
務
を
担
当
し
て
い
る
。『
明
史
』
志
第
五
十
一
・

職
官
四
・
府
を
参
照
。

32　
（
魯
元
寵
）
崇
正
中
任
。
署
休
寧
篆
。
訪
革
衙
蠧
二
十
四
天
罡
、
陞
編
修
。（
康
熙
『
徽
州
府
志
』
三
・
郡
職
官
・
明
推
官
）

33　

身
同
干
証
人
等
前
月
念
七
至
經
歴
衙
起
觧
、
詎
惡
潘
洛
、
潘
滔
臨
觧
魆
自
逃
回
、
希
圖
延
陷
。（『
不
平
鳴
稿
』（
32
）「
顕
功
催
稟
」）

34　

今
月
初
四
、
蒙
天
臺
鈞
牌
嚴
拘
、
昨
晩
俱
已
拿
到
。（『
不
平
鳴
稿
』（
32
）「
顕
功
催
稟
」）

35　

二
月
十
一
日
審
、
復
拿
逆
僕
程
積
德
、
程
長
文
不
到
。（『
不
平
鳴
稿
』（
32
）
余
顕
功
が
添
付
し
た
続
き
の
文
書
に
関
す
る
説
明
）

36　

十
四
日
審
完
、
逆
僕
程
積
德
領
責
二
十
板
、
未
參
。（『
不
平
鳴
稿
』（
33
）
余
顕
功
が
添
付
し
た
続
き
の
文
書
に
関
す
る
説
明
）

37　

康
熙
『
徽
州
府
志
』
三
・
監
司
職
官
に
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未
詳
。
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38　
（
39
）「
西
館
程
親
家
與
潘
夢
龍
嫂
親
家
、
欲
來
與
我
二
家
處
息
、
來
帖
」、（
40
）「
回
帖
」

39　
（
45
）「
與
潘
氏
衆
立
地
僕
合
同
」

40　
（
46
）「
潘
領
銀
約
」

41　
（
洪
應
衡
）
天
啓
中
任
。
見
名
宦
傳
。（
康
熙
『
徽
州
府
志
』
三
・
郡
職
官
・
明
知
府
。）
同
書
の
五
・
名
宦
に
伝
記
あ
り
。

42　
『
不
平
鳴
稿
』
の
文
書
は
時
系
列
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
に
応
じ
た
箇
所
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
文
書
（
37
）
だ
け
は
例
外
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
訴
訟
4
が
ま
だ
終
わ
ら
な
い
時
に
、
訴
訟
5
が
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
訴
訟
4
で
、
審
判
官
魯
元
寵
は
余
顕
功
が
三
十
五
両
の
銀
を
受
け
取
る
と

い
う
裁
定
を
下
し
た
。
そ
こ
で
余
顕
功
は
自
分
の
息
子
余
希
聖
を
派
遣
し
、
衙
門
で
三
十
五
両
を
受
け
取
ら
せ
た
。
そ
の
際
、
余
希
聖
は
訴
訟
5
の
原
告

と
し
て
、
訴
訟
5
の
状
況
を
魯
元
寵
へ
報
告
し
た
。
文
書
（
37
）
の
内
容
は
実
際
に
は
訴
訟
5
に
属
す
る
の
で
、
筆
者
は
そ
れ
を
図
5
に
入
れ
る
。
挿
入

位
置
を
確
定
す
る
た
め
に
依
拠
し
た
史
料
と
し
て
は
、
文
書
（
54
）「
潘
国
宝
供
状
」
を
参
照
。

43　

本
府
正
堂
劉
公
准
給
顯
功
執
照
。　

内
粘
軍
廳
參
語
、
應
乾
訴
詞
、
賣
契
。（『
不
平
鳴
稿
』
目
録
・
二
）

44　

つ
ま
り
案
件
を
結
審
す
る
段
階
で
あ
る
。
一
つ
の
訴
訟
で
は
、
数
回
の
審
理
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
結
審
す
る
と
き
だ
け
に
、
参
語
を
作
成
す
る
。

 

十
四
日
審
完
、
逆
僕
程
積
德
領
責
二
十
板
、
未
參
。（『
不
平
鳴
稿
』（
33
）
余
顕
功
が
添
付
し
た
続
き
の
文
書
に
関
す
る
説
明
）

 

至
二
年
二
月
審
結
、
參
應
乾
所
賣
地
税
還
贖
、
其
僕
責
逐
、
兩
不
許
役
。（『
不
平
鳴
稿
』
序
）

45　

朱
爺
參
語
當
堂
擲
下
看
明
、
承
行
書
手
親
筆
抄
稿
存
証
。
今
年
七
月
、
本
縣
朱
爺
參
豪
潘

違
例
強
贖
、
當
堂
擲
下
、
各
犯
看
明
、
又
承
發
司
承
行
書

手
親
筆
抄
稿
存
証
。（『
不
平
鳴
稿
』（
29
）「
理
刑
廳
顕
功
投
到
詞
」）

46　

蹇
遭
余
顯
勣
兄
顕
輔
來
店
、
將
田
二
畝
賣
身
、
價
銀
一
十
二
兩
。
又
蹇
遇
惡
謀
、
閤
族
祠
内
地
僕
訐
告
本
縣
、
地
斷
還
祠
、
田
斷
價
還
身
、
招
參
可
電
。

（『
不
平
鳴
稿
』（
13
）「
潘
鍍
投
到
詞
」）

47　

余
自
強
、
字
は
健
吾
、
四
川
重
慶
府
銅
梁
県
人
。
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
二
）
の
進
士
。
戸
部
郎
中
・
陝
西
参
政
・
山
西
参
政
・
延
綏
巡
撫
（
都
察
院

左
僉
都
御
史
）
を
歴
任
す
る
。
天
啓
五
年
（
一
六
二
五
）
に
死
去
し
た
。
清
廉
・
有
能
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
。『
銅
梁
縣
志
』
人
物
志
上
「
名
賢
八
」
余
自

強
條
を
参
照
。

48　
『
治
譜
』
は
明
末
の
政
書
の
一
つ
で
、
全
書
は
天
（
一
〜
四
）・
地
（
五
〜
八
）・
人
（
九
〜
十
）・
和
（
補
遺
）
と
い
う
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
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内
容
は
初
選
・
到
任
・
堂
事
・
詞
訟
・
銭
糧
・
人
命
・
賊
盗
・
獄
囚
・
待
人
・
雑
事
・
初
仕
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
官
員
が
ど
の
よ
う
に
政
務
及

び
官
界
で
の
人
情
・
世
故
を
う
ま
く
処
理
す
べ
き
か
を
指
南
す
る
書
籍
で
あ
る
。『
歴
代
珍
稀
司
法
文
献
』
は
崇
禎
十
二
（
一
六
三
九
）
年
に
発
行
さ
れ
た

呈
祥
館
重
刻
本
を
以
っ
て
底
本
と
し
て
こ
の
本
を
整
理
・
収
録
し
た
。

49　

余
自
強
『
治
譜
』
之
四
・
詞
訟
門
「
聽
訟
七
」

50　

口
詞
：
裁
判
官
が
裁
定
の
内
容
を
口
頭
で
陳
述
す
る
た
め
に
作
成
し
た
文
章
で
あ
る
。
内
容
は
事
件
の
経
緯
、
論
争
の
焦
点
、
是
か
非
か
、
処
置
結
果

を
含
む
。
審
問
官
員
は
自
ら
書
き
上
げ
た
後
、
そ
の
内
容
を
犯
人
に
告
知
す
る
。

 

一
、
口
詞
親
筆
注
定
、
即
明
白
説
知
犯
人
、
某
何
罪
、
某
無
罪
、
某
斷
令
如
何
。
如
係
事
多
日
、
人
犯
有
認
得
字
者
、
當
堂
將
口
詞
發
下
與
看
。
如
不
通

文
義
、
衹
當
堂
説
罪
名
斷
令
、
使
人
人
明
白
、
則
吏
書
不
得
誑
騙
犯
人
。（
余
自
強
『
治
譜
』
之
四
・
詞
訟
門
「
聽
訟
五
」）

51　

孟
燁
二
〇
二
一
に
よ
れ
ば
、
招
由
を
作
成
す
る
こ
と
は
「
做
招
」
と
呼
ば
れ
る
（
一
〇
五
頁
）。
谷
井
陽
子
二
〇
〇
〇
に
よ
れ
ば
、「
…
…
明
代
中
期
以

降
に
は
、
裁
判
の
結
果
は
原
則
と
し
て
一
件
こ
と
に
「
招
」
と
呼
ば
れ
る
書
式
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
文
書
を
作
成
す
る
こ
と

を
「
串
招
」「
做
招
」
な
ど
と
言
い
、
…
…
」
と
あ
る
（
六
一
頁
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
孟
燁
が
理
解
す
る
招
由
は
「
招
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

52　

内
閣
文
庫
所
蔵
『
鐫
大
明
龍
頭
便
讀
傍
訓
律
法
全
書
』
十
一
・
縣
用
行
移
各
式
・
供
状
式
、
な
ら
び
に
谷
井
陽
子
二
〇
〇
〇
の
六
五
頁
を
参
照
。

53　

内
閣
文
庫
所
蔵
『
鐫
大
明
龍
頭
便
讀
傍
訓
律
法
全
書
』
十
一
・
縣
用
行
移
各
式
・
議
罪
式
、
同
書
の
照
出
式
、
な
ら
び
に
谷
井
陽
子
二
〇
〇
〇
の
六
二

〜
六
三
頁
を
参
照
。

54　

具
体
的
な
書
式
の
事
例
と
し
て
は
、（
明
）
缺
名
撰
『
大
明
律
直
引
增
註
比
互
條
例
釋
義
假
如
』（『
中
国
律
学
文
献
』
第
三
輯
第
一
冊
所
収
、
明
嘉
靖
五

年
刻
本
）
八
所
収
の
「
招
矛
式
」
な
ど
を
参
照
。

55　

な
お
、
中
島
楽
章
二
〇
〇
二
は
、
中
国
第
一
歴
史

案
館
所
蔵
の
宣
徳
年
間
の
徽
州
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
二
通
の
供
状
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
れ
ら
が

「
戸
婚
・
田
土
な
ど
の
訴
訟
当
事
者
が
、自
己
の
主
張
を
書
面
と
し
て
官
に
申
し
立
て
た
文
書
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
四
二
頁　

第
三
章
注
（
18
））。

こ
れ
に
つ
い
て
谷
井
陽
子
二
〇
〇
〇
は
、
あ
ら
か
じ
め
訴
え
の
内
容
を
供
状
の
形
式
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
理
し
た
衙
門
が
そ
の
内
容
を

認
め
て
そ
の
ま
ま
流
用
す
る
場
合
も
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
り
（
六
〇
〜
六
一
頁
）、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
作
成
者
が
誰
で
あ
れ
、

裁
判
の
過
程
に
お
け
る
供
状
の
機
能
に
つ
い
て
は
整
合
的
に
理
解
可
能
と
な
る
。
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56　

裁
判
文
書
の
作
成
過
程
に
お
い
て
，
さ
ま
ざ
ま
な
供
述
書
の
内
容
が
整
理
統
合
さ
れ
，
一
定
の
方
向
付
け
を
与
え
ら
れ
て
い
く
様
に
つ
い
て
は
，
唐
澤

靖
彦
が
淡
新

案
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
実
態
を
詳
細
に
解
明
し
て
い
る
。
唐
澤
靖
彦 

一
九
九
五
、
特
に
二
二
八
頁
を
参
照
。

参
考
文
献

中
文
（
拼
音
順
）

●

　

阿
風
二
〇
一
一　
「
明
代
後
期
徽
州
訴
訟
案
巻
集
《
不
平
鳴
稿
》
探
析
」（『
明
史
研
究
論
叢
』
九
）

●

　

阿
風
二
〇
一
六　
『
明
清
徽
州
訴
訟
文
書
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）

●

　

韓
秀
桃
二
〇
〇
四　
「
從
《
不
平
鳴
稿
》
看
明
末
徽
州
民
間
糾
紛
的
解
决
模
式
」（『
中
西
法
律
傳
統
』
〇
五
）

●

　

孟
燁
二
〇
二
一　
『
明
代
州
縣
裁
判
與
裁
判
文
書
研
究
』（
知
識
産
權
出
版
社
）

●

　

徐
忠
明
二
〇
〇
五　
「
關
于
明
清
時
期
司
法

案
中
的
虛
構
與
真
實

―
以
《
天
啓
崇
禎
年
間
潘
氏
不
平
鳴
稿
》
爲
中
心
的
考
察
」（『
法
學
家
』
〇
五
）

●

　

朱
声
敏
二
〇
一
四　
「
明
代
州
縣
官
司
法
瀆
職
研
究
」（
南
京
大
学
博
士
論
文　

cnki.net

）

日
文
（
五
十
音
順
）

●

　

岩
井
茂
樹
主
編　
『
明
代
訴
訟
文
書

―
校
訂
と
研
究
』（
未
出
版
）

●

　

唐
澤
靖
彦
一
九
九
五　
「
話
す
こ
と
と
書
く
こ
と
の
は
ざ
ま
で
―
清
代
裁
判
文
書
に
お
け
る
供
述
書
の
テ
ク
ス
ト
性
」（『
中
国
』
十
）

●

　

  

岸
本
美
緒
二
〇
一
二　
「
明
清
時
代
の
身
分
感
覚
」（
初
出
一
九
九
七
年
。
岸
本
美
緒
『
風
俗
と
時
代
観
―
明
清
史
論
集
Ⅰ
』
研
文
出
版　

所
収
）

●

　

滋
賀
秀
三
一
九
八
四　
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
）

●

　

  

谷
井
陽
子
二
〇
〇
〇　
「
做
招
か
ら
叙
供
へ
―
明
清
時
代
に
お
け
る
審
理
記
録
の
形
式
―
」（
夫
馬
進
編
『
中
国
明
清
地
方

案
の
研
究
』
科
研
費
研
究

成
果
報
告
書
）

●

　

谷
井
俊
仁
・
谷
井
陽
子
二
〇
一
九　
『
大
清
律 

刑
律
1
』（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
八
九
三
）
●

　

寺
田
浩
明
二
〇
一
八　
『
中
国
法
制
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
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●
　

中
島
楽
章
二
〇
〇
二　
『
明
代
郷
村
の
紛
争
と
秩
序
：
徽
州
文
書
を
史
料
と
し
て
』（
汲
古
書
院
）

（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）


